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公調委平成１７年（セ）第３号 における土壌汚染財産被害責任裁定申請事件川崎市

（審問終結日 平成２０年１月２３日）

裁 定

（当事者の表示省略）

主 文

１ 被申請人は，申請人に対し，４８億０８４３万８４５９円及びこれに対する

平成１９年１１月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 申請人のその余の申請を棄却する。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求める裁定

１ 申請人

被申請人は，申請人に対し，５２億１６３９万８２５０円及びこれに対する

平成１９年１１月２３日（申請人の平成１９年１１月１９日付け準備書面１５

の到達日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２ 被申請人

⑴ 本案前の答弁

（主位的答弁）

本件裁定申請を却下する。

（予備的答弁）

本件裁定申請のうち，５億４３３８万円及びこれに対する平成１９年１１

月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める申請部分

を却下する。

⑵ 本案の答弁

本件裁定申請を棄却する。

第２ 事案の概要

１ 事案
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本件は，申請人が，学校法人Ｂ学院（以下「Ｂ」という。）との間で，平成

４年３月２６日付けの売買契約及び同年１０月２９日付けの売買契約（以下，

両者を併せて「本件売買契約」という。）を結び，別紙物件目録１及び２記載

の土地（以下，別紙物件目録１記載の土地を「本件土地１」と，同目録２記載

の土地を「本件土地２」と，両者を併せて「本件土地」という。合筆及び分筆

後の本件土地１及び本件土地２は，別紙物件目録３記載のとおりである。）を

取得したところ，購入した本件土地２から土壌汚染がみつかり（別添図１，２

及び３参照。本件土地２のうち，別添図１の赤線で囲まれた範囲の土地（別紙

物件目録２記載の②，④～○にまたがる範囲の土地）の土壌汚染を「本件土壌17

汚染」という。），本件土壌汚染は被申請人が本件土地２に搬入をした焼却灰

及び耐久消費財が原因であるなどと主張して，被申請人に対し，国家賠償法１

条１項に基づき，別紙土壌汚染対策工事費一覧記載の工事（以下「本件土壌汚

染対策工事」という。）に係る工事費用等の損害賠償金５２億１６３９万８２

５０円及びこれに対する平成１９年１１月２３日から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

２ 当事者の主張

⑴ 被申請人の本案前の主張

ア 主位的答弁の理由

(ｱ) 本件土壌汚染対策工事は，Ｂの所有する本件土地での除去工事であ

り，申請人には，法律上保護される利益がないこと

申請人は，平成１６年４月２８日，本件土地に関するＢとの本件売

買契約を解除しており，この結果，本件土地の所有権が申請人からＢ

に復帰した。

したがって，自己所有ではない第三者所有の土地で本件土壌汚染対

策工事を行ったとしても，その除去費用は当該第三者に請求するか，

さもなくば自ら負担すべきものであるから，申請人にはこれを損害と



－3－

して被申請人に請求し得るような法律上保護される利益はないという

べきである。

したがって，本件裁定申請は，申請の利益を欠くものであり，不適

法であるから，却下されるべきである。

(ｲ) 「公害」に係る申請でないこと

「公害」とは，「環境の保全上の支障のうち，事業活動その他の人

の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる・・・土壌の汚染・・・によ

って，人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並び

に人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下

同じ。）に係る被害が生ずること」をいう（公害紛争処理法２条，環

境基本法２条３項）。しかし，申請人のような様々な事業を展開する

巨大企業を，環境基本法２条３項に定める「人」とみることはできな

い。

また，本件土壌汚染の除去は，「マンション建設・分譲事業」ある

いは「本件土地を再開発する利用計画」のために行われたものであっ

て，そこには多額な資本を投入し，かつ，その事業活動によりこれま

た多額な利益を得ることを目的とした企業活動の一環として行われる

ものであるから，申請人の主張する「被害」は，「人の健康に係る被

害」でないことはもちろん，「生活環境に係る被害」とも断じ難い。

そして，５２億円を超える除去費用は，その金額が巨大であること

もさることながら，公害紛争処理法が目指すところの「人間」の生活

に密接な関係のある「被害」とは到底いうことができない。

したがって，本件裁定申請は，「公害」に係る申請ではなく，不適

法であるから，却下されるべきである。

イ 予備的答弁の理由－本件裁定申請に係る損害賠償請求は将来の給付に係

る請求であること
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申請人の損害賠償請求のうち，土壌汚染対策工事の請負人にいまだ工事

代金を支払っていない５億４３３８万円分の損害賠償請求（別紙土壌汚染

対策工事費一覧①（土壌汚染対策工事）の工事費並びに消費税及び地方消

費税欄の各未払欄記載の合計５億４３３８万円）については，将来の損害

賠償請求を求めるものであり，かつ，被申請人が仮に将来給付に係る支出

義務を法的に負担すれば，地方自治法上の政令指定都市である被申請人は，

所要の会計手続を経て，直ちにこれを支出することになるのであり，その

時点で，申請人は即時，かつ，確実に給付額全額を回収できるのであるか

ら，あらかじめ請求をしておく必要性を欠くといわざるを得ず，この部分

の本件裁定申請は，不適法な裁定申請であるというべきである。

よって，上記５億４３３８万円の損害賠償請求に係る申請部分について

却下を求める。

⑵ 申請人の本案前の主張に対する答弁

ア 主位的答弁に係る本案前の主張について

被申請人の本案前の主張は争う。

(ｱ) 本件土壌汚染対策工事は，Ｂの所有する本件土地での除去工事であ

り，申請人には，法律上保護される利益がないことについて

申請人は，平成１６年４月２８日，Ｂに対して，売主の瑕疵担保責

任に基づき，本件売買契約を解除する意思表示をしたが，後記⑶アの

とおり，瑕疵担保責任に基づく解除権が時効消滅したため，そもそも

解除の効力が生じておらず，依然として本件土地の所有者である。

したがって，申請人に本件土地の所有権がないことを前提とする被

申請人の本案前の主張は，その前提において理由がない。

(ｲ) 「公害」に係る申請でないことについて

本件土地２に生じた本件土壌汚染の範囲からみて相当範囲にわたる

土壌汚染であることは明らかであり，また，揮発性有機化合物（ＶＯ
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Ｃ（Volatile Organic Compounds））や重金属類による汚染が発生し

ている以上，「人の健康又は生活環境に係る被害」が生じていること

も明らかであり，本件土壌汚染についての被害は，「公害」に係る被

害である。

したがって，「公害」性を欠くことを主張する被申請人の本案前の

主張は理由がない。

イ 予備的答弁に係る本案前の主張（本件裁定申請に係る損害賠償請求は将

来の給付に係る請求であること）について

申請人は，別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工事）の工事

費並びに消費税及び地方消費税欄の各未払欄記載の合計５億４３３８万円

については，申請人が請負人に工事代金を未払であることは認めるが，履

行期にその支払を終え，本件の土壌汚染対策工事の代金全額の支払を終え

ることは確実である。したがって，この部分の本件裁定申請についても，

将来の損害賠償請求には該当せず，現在の損害賠償請求であるから，被申

請人の本案前の主張は理由がない。

⑶ 申請人の主張

ア 申請人の権利又は法律上保護される利益の存在

申請人は，本件土地の元所有者であるＢとの間で，平成４年３月２６日

付け及び同年１０月２９日付けの本件売買契約を結び，本件土地の所有権

を取得した。

なお，申請人は，平成１６年４月２８日，Ｂに対して，売主の瑕疵担保

責任に基づき，本件売買契約を解除する意思表示をしたが，本件土地１及

び本件土地２の引渡し時である平成７年４月７日から５年が経過し（商法

５２２条），別件調停（神奈川簡易裁判所平成１６年（ノ）第３１２号）

において，Ｂは，平成１６年８月１０日付け準備書面（１）で，申請人に

対し，瑕疵担保責任に基づく解除権の消滅時効援用の意思表示をしたから，
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上記解除の効力は生じていない。

したがって，本件土地の所有権は，依然として申請人に帰属している。

イ 国家賠償法１条１項の「公務員」

国家賠償法１条１項にいう「公務員」とは，本件では，被申請人の代表

機関としての川崎市長である（以下では，組織体あるいは住所としての意

味の場合には，「川崎市」と表記する。）。

ウ 被申請人の作為義務違反・結果回避義務違反（過失）

(ｱ) 先行行為に基づく法益侵害の因果系列（被申請人による本件土地２

への焼却灰・耐久消費財搬入及びＡによるこれらの本件土地２への埋立

て並びに本件土地２における本件土壌汚染の惹起）

被申請人は，清掃業務の遂行として，昭和４３年１０月ころから堤根

第一清掃作業場で処理された焼却灰１日５２ｔ程度を本件土地２に搬入

して，Ａ（以下「Ａ」という。）にそれらを本件土地２に埋め立てさせ，

また，昭和４４年４月ころからは，中原清掃事務所管内から耐久消費財

１日３ｔ程度を本件土地２に搬入し，Ａにそれらを本件土地２に埋め立

てさせた。以上の事実は，被申請人の清掃車両が本件土地２に出入りし

ていたのを目撃したなどの内容の付近住民の聞き取り調査の結果（甲第

６５号証），アンケート調査の結果（甲第６４号証）から明らかである。

Ａは，清掃法施行令の定める基準に従い，上記の焼却灰及び耐久消費財

を衛生的に処分すべき義務を有していたにもかかわらず（清掃法（昭和

４５年法律第１３７号による改正前の清掃法）６条１項，２項，１５条

１項，同法施行令２条参照），極めて毒性の強いトリクロロエチレンの

液体の入った缶をそのまま地中に埋めるなどして，昭和４５年ころまで

の間，本件土地２にこれらの汚物（ごみ）を埋め立てた。

本件土壌汚染の内容は，別添図１の赤線の範囲内（埋土部）に認めら

れる，重金属類（鉛，砒素，六価クロム，ほう素）及び揮発性有機化合
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物（ＶＯＣ）（トリクロロエチレン，シス-1・2-ジクロロエチレン，1

・2-ジクロロエタン，ベンゼン）による汚染である。

Ａが埋め立てた汚物（本件土地２から出土したごみ）の種類は，コン

クリートガラ，陶器片，ガラス片，錆びた金属，金属部品片，燃えがら，

プラスチック，布類，ゴム類，ビニール類，木材片類，紙類，電子部品

（コンデンサ），ペンキ缶，一斗缶，梱包用緩衝材，電子基板等である

（甲第４６号証）。

鉛は，陶器（うわ薬），電子部品，電子基板，燃えがらに含まれてい

る。特に大量の燃えがらについては，土壌汚染対策法（平成１４年法律

第５３号）の溶出基準をはるかに超える大量の鉛が確認されている（甲

第４６号証）。砒素は，半導体製造の原料として使用されていたから，

電子部品，電子基板に由来している。六価クロムは，燃えがら（建物の

土台木材用にＣＣＡ［クロム・銅・砒素化合物系木材防腐剤］処理がさ

れた切断片を焼却すると，焼却灰に六価クロムが含まれる。また，家電

製品には，ねじ・鉄板の表面処理剤として六価クロムが含まれる。），

無水クロム酸の一斗缶・空袋に由来する。ほう素は，金属表面処理，絶

縁体，洗濯用漂白剤，ガラス繊維を含むプラスチック，ガラスの原材料，

防火材料，農業用化学肥料，除草剤，陶磁器のうわ薬などの用途に使用

されるから，出土したガイシ，ガラス類，陶器類，廃プラスチック，農

業用化学肥料（袋）などに由来する。また，有機系薬剤処理木材から高

い濃度のほう素が溶出する傾向があるので，ほう素は，出土した木材に

も由来する。トリクロロエチレンは，一斗缶，電子部品，電子基板（ト

リクロロエチレンは，電子部品等の洗浄に用いられる。）に由来し，現

に出土した一斗缶の内容物から検出されている（甲第３８号証）。シス

-1・2-ジクロロエチレンは，プラスチックの樹脂溶剤として利用されて

いたから，廃プラスチックに由来し，また，出土した一斗缶の内容物か
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らも検出されている（甲第３８号証）。これは，トリクロロエチレンの

分解生成物でもある。1・2-ジクロロエタンは，ペンキ缶（塗料溶剤に

使用される。）に由来し，また，出土した一斗缶の内容物から検出され

ている（甲第３８号証）。ベンゼンは，ドライクリーニング施設より排

出されるターペンスラッジに由来し，また，出土した一斗缶の内容物か

ら検出されている（甲第３８号証）。

なお，重金属類のうち，ふっ素は，別添図１の赤線の範囲外から検出

されており，自然由来であると推定されている。

以上のふっ素を除く有害物質は，Ａが本件土地２に埋め立てた上記汚

物から同土地の土壌に溶出・浸透し，本件土壌汚染を引き起こしたもの

であるから，結局，被申請人による本件土地２への焼却灰・耐久消費財

搬入及びＡによるこれらの本件土地２への埋立てによって，本件土地２

における本件土壌汚染が引き起こされたものと認められる。

(ｲ) 被申請人の予見可能性・作為義務・結果回避義務違反（過失）

申請人は，平成１６年３月１日から同年６月１０日にかけて，本件土

地２について，土壌汚染対策法に準じて第二次土壌汚染調査を実施し，

その際，同法の基準値を超過した汚染を確認し，平成１６年６月１０日

にすべての土壌汚染調査を終了して，同月１７日には，被申請人に対し

て，汚染土壌等処理対策実施計画書（甲第２１号証）を提出した。被申

請人は，同年８月２５日，これを正式に受理しているから，被申請人に

おいて，遅くとも上記同年８月２５日の時点で，申請人の土壌汚染対策

工事費の支出（損害）の発生について，予見可能性があったものである。

上記の時点で施行されていた土壌汚染対策法は，川崎市長に対して，土

壌汚染の調査命令（同法４条），汚染地域の指定（同法５条），措置命

令の発動（同法７条）などの権限を付与しているのであり（土壌汚染対

策法施行令１０条），とりわけ同法７条３項が，被申請人が汚染土地の
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所有者でも原因者でもない場合であっても，川崎市長は，公益上の観点

から，自ら汚染の除去等の措置を行うことができると規定している趣旨

を考慮すると，被申請人自らが土壌汚染の原因者であった場合には，第

三者が所有者や原因者であった場合と比較して，一層強い理由により，

前記(ｱ)の先行行為に基づき，条理上，遅くとも平成１６年８月２５日

の時点では，本件土壌汚染を除去すべき作為義務・結果回避義務を負う

というべきである。

そして，自己の先行行為に関連してなされた他人の行為については，

その事実の認識があり，危険の予見可能性があれば，自己の先行行為と

（同視）して，結果回避義務を負うものと解すべきところ，Ａが他所よ

り持ち込んだごみ（後記⑷ウ参照）について，被申請人には，その事実

の認識があり，土壌汚染の危険の予見可能性があったといえるから，こ

のことに基づく義務として，Ａが他所より持ち込んだごみによる土壌汚

染部分を含めて，本件土壌汚染を除去すべき義務を負担するものと解す

べきである。

エ 違法性

平成１６年８月２５日の時点では，既に土壌汚染対策法が施行されてい

たから，被申請人の負うべき本件土壌汚染を除去する義務は，公務員の職

務上の法的義務であり，これに違反する行為に違法性が認められることは

明らかである。

オ 損害・因果関係

申請人は，別紙土壌汚染対策工事費一覧①ないし③のとおり，合計５２

億１６３９万８２５０円の支出・債務負担による損害を被った。

なお，別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工事）については，

汚染土壌等処理対策実施計画書（甲第２１号証）と，申請人が平成１８年

６月２９日付けで，被申請人に提出した汚染土壌等処理対策実施報告書
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（乙ロ第９９号証）に記載された工事内容とは必ずしも一致していないが，

これは，以下の理由に基づくものである。すなわち，①「埋土部」につい

ては，対策範囲は縮小しているが，対策土量については被申請人の指導立

会い及び現地検査により甲第２１号証の土量である４万７０００㎥と変更

がないことが確認されたこと，②「地山部」については，甲第２１号証で

は，掘削除去を予定していたが，乙ロ第９９号証のとおり，ＨＲＣ工法

（自然状態で極めて緩やかに分解していく揮発性有機化合物（ＶＯＣ）に

対して，その分解を，水素を供与して促進させる工法）を採用し，さらに，

自然由来のふっ素（前記ウ(ｱ)参照）を含む土壌についても処理すること

が望ましいことから（甲第１２０号証），将来搬出する可能性がある自然

由来のふっ素を含む土壌について，対策工事内で搬出することとしたため，

甲第２１号証と工事範囲や工法に一部変更が生じたものである。

また，申請人は，造成工事を所管する川崎市開発指導課及び道路を所管

する川崎市宮前区建設センターとの協議において，「宅地造成に関する工

事の許可通知書」（甲第１２１号証）及び「土砂等運搬協議回答書」（甲

第１２２号証）の中で，造成工事及び周辺道路の補修等の工事を指導され

たものであり，その原因は，本件土壌汚染の対策工事にほかならないから，

本件土壌汚染がない本件土地１を含めた造成工事費，周辺道路の補修費は，

本件土壌汚染に起因する損害であるというべきである。そして，既存基礎

杭撤去工事費も，良質土による埋戻しに障害となる杭を除去することに基

づく費用であり，土壌汚染対策工事の不可欠の一環をなす工事である。

さらに，別紙土壌汚染対策工事費一覧②（モニタリング工事・実施設計

及びコンサルティング・既設建物撤去工事）は，いずれも土壌汚染対策に

不可欠な工事である。自主的に本件土壌汚染に係る汚染土壌の除去工事が

なされているとしても，当該工事の効果を確認するためには，土壌汚染対

策法施行規則が定めるモニタリング（同規則２８条，別表５の２「土壌汚
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染の除去」１のハ）に準じたモニタリング工事の実施が必要であったと認

められる（甲第１１６号証の１及び２）。また，本件のような大規模な土

壌汚染事案では，専門業者による実施設計及びコンサルティングが必要で

あり，既設建物の撤去工事も，本件土壌汚染のため，転売先の買主三社

（申請外Ｃ株式会社，申請外Ｌ株式会社及び申請外Ｅ１株式會社。ただし，

申請外Ｅ１株式會社の事業は，平成１４年４月１日，申請外株式会社Ｅ２

に包括的に承継されたから（甲第１１２号証），同日以降の買主三社とは，

申請外Ｃ株式会社，申請外Ｌ株式会社及び申請外株式会社Ｅ２を意味する。

以下同じ。）において，マンション建築を断念したため，申請人において，

除去せざるを得なくなったものである。

また，別紙土壌汚染対策工事費一覧③（土壌工事）は，本件土地の転売

先の買主三社が行った第一次調査の費用である。申請人は，買主三社から

民法５７０条，５６６条等に基づき損害賠償の請求を受けたため，平成１

６年２月２７日，やむなく上記別紙土壌汚染対策工事費一覧③（土壌工

事）の費用の支払をしたもので，この支払った費用についても，本件土地

２の本件土壌汚染に起因する損害であると評価されるべきである。

前記⑵のとおり，申請人は，工事代金全額の支払をすることは確実であ

り，現在の損害として損害賠償請求をするものである。

被申請人が，前記ウ(ｲ)の作為義務・結果回避義務を尽くして，本件土

地２の本件土壌汚染を除去していたならば，申請人による上記費用の支出

・債務負担を回避できた関係（条件関係）があったといえるか否かについ

ては，別紙土壌汚染対策工事費一覧①②（コンサルティング費を除く。）

は，支払期日がいずれも，被申請人に本件土壌汚染の除去義務が発生した，

平成１６年８月２５日の後である，同年９月末日以降であるから，当該義

務の履行がなされていれば必要のなかった支出であるといえ，被申請人の

作為義務違反・結果回避義務違反と損害との間に因果関係（条件関係）が
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認められる。そして，別紙土壌汚染対策工事費一覧②のうち，コンサルテ

ィング費及び③の費用については，前者の支出日が平成１６年３月３１日

であり，後者の支出日が平成１６年２月２７日であって，被申請人に作為

義務が生ずる前の費用支出ではあるが，その費用は，一連の土壌汚染対策

工事の密接不可分な部分に係るものであるから，被申請人において，作為

義務の履行がなされていれば，上記と同様，本来必要のなかった費用支出

であることに何ら変わりはないから，被申請人の作為義務違反・結果回避

義務違反と損害との間に因果関係（条件関係）が認められることは明らか

である。

申請人は，基本的には，汚染土壌等処理対策実施計画書（甲第２１号

証）に準拠して，土壌汚染対策工事を実施しているところ（変更点につい

ては，上記のとおり），別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工

事）及び②（モニタリング工事・実施設計及びコンサルティング・既設建

物撤去工事）は，土壌汚染対策工事として必要，かつ，相当な工事であっ

た。

以上のとおり，被申請人が，前記ウ(ｲ)の作為義務・結果回避義務を尽

くして，本件土地２の本件土壌汚染を除去していたならば，申請人による

工事費用・土壌汚染対策工事関連費用の支出・債務負担を回避できたとい

えるから，当該義務違反と損害との間に因果関係（条件関係・相当因果関

係）が認められる。

カ まとめ

よって，申請人は，被申請人に対し，前記第１の１のとおりの金員の支

払を求める。

キ 申請人の被申請人の抗弁（２０年の除斥期間の経過及び禁反言の原則・

信義則違反）に対する認否・反論

いずれも争う。
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申請人が被申請人に対して追及する責任は，被申請人による焼却灰等の

搬入という先行行為によって発生する本件土壌汚染の除去義務違反を根拠

とする不作為不法行為責任であり，「焼却灰等の搬入」という作為不法行

為責任を問題とするものではない。ここでは，先行行為によって設定され

た結果発生の危険性が存続する限り，上記の義務が認められ，この義務の

履行がない限り義務違反の事実が認められることから，その間，不法行為

が継続することになる。このような不作為不法行為責任の性質・構造を前

提とすると，たとえ先行行為から２０年の期間が経過したとしても，「不

法行為の時から２０年を経過したとき」（民法７２４条後段）という除斥

期間の要件を具備しないことは明らかである。

被申請人は，焼却灰等の搬入という作為不法行為責任を基準として除斥

期間の経過を論じているが，その主張は，作為不法行為責任と不作為不法

行為責任の性質・構造上の差異を看過するものであり，失当である。

⑷ 被申請人の認否及び抗弁

（認否）

ア 申請人の主張ア（申請人の権利又は法律上保護される利益の存在）は知

らない。解除権消滅時効の起算点についても，知らない。

イ 同イ（国家賠償法１条１項の「公務員」）は争う。

国家賠償法１条１項の「公権力の行使に当る公務員」か否かは，当該公

務員の川崎市の行政組織上の地位である所属部署の身分によって決定され

るものであるから，当該所属部署の身分を有する公務員として特定される

ことが必要であり，当該職務を担当する公務員を何ら特定していない申請

人の主張は，それ自体失当である。

ウ 同ウ（被申請人の作為義務違反・結果回避義務違反（過失））(ｱ)（先

行行為に基づく法益侵害の因果系列）は否認する。

被申請人は，焼却残灰等を本件土地２に搬入したものではないし，Ａが
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被申請人の搬入した焼却灰等を本件土地２に埋め立てたものでもない。被

申請人がＡに埋立てを委託したのは，本件土地２と市道□□△△号線（別

添図４（乙ロ第２１号証）の△△△△番△の土地。以下「本件市道」とい

う。）を挟んで，本件市道の西側に位置する別紙物件目録４記載の土地

（以下｢Ｆ所有土地」という。）の範囲（別添図４の赤線で囲まれた範

。囲）にすぎない

申請人は，被申請人の清掃車両が本件土地２に出入りしていたのを目撃

したなどの内容の付近住民の聞き取り調査の結果（甲第６５号証）等を提

出する。しかし，廃棄物埋立てから３５年以上も経過しており，また，本

件土地２とＦ所有土地の境界がどこにあり，工事車両や川崎市の車両が，

そのどちらの土地に入っていたのか，あるいは，入っていなかったのか等

について，地形も異なり，長期に時間が経過している中で，正確に記憶し

ていること自体が極めて疑問であるから，申請人の提出する上記証拠等は

信用することができない。

また，Ｆ所有土地及び本件市道の面積合計４１２１．７８㎡（乙ロ第２

６号証）に，昭和４６年の現況平面図（甲第４９号証（１１頁）・図３－

３。同図には関係土地の標高が記載されている。）によるＦ所有土地と東

名高速道路の標高差の平均９．１５ｍ等の数値を乗じて，この体積を重量

に換算すると，優に４万５０００ｔ（焼却灰）を超えるものであるから，

本件土地２側に焼却灰を搬入していないことは明らかである。

他方，耐久消費財を本件土地２に搬入したとされる点についても，被申

請人は，昭和４０年以降，事業者からは，いわゆる産業廃棄物の収集をし

ておらず，生ごみ・紙ごみ等のみを収集しており，そのことは，事業年報

等の統計資料（乙ロ第４３号証ないし第８９号証）からも明らかであって，

被申請人は，収集した耐久消費財を本件土地２に搬入したことはない。
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また，申請人は，アンケート調査の結果（甲第６４号証）を提出して被

申請人による耐久消費財の収集，本件土地２への搬入を裏付けようとする

が，上記調査結果は，清掃法当時に確立していなかった産業廃棄物につい

て質問事項に加えるなど不適切な質問項目に基づくものである上，被申請

人の反面調査（乙ロ第３３号証）によれば，甲第６４号証の調査対象には，

昭和４４年当時，従業員等として業務に従事していたとは認められない者

が少なからず含まれており，各回答は，自らの体験内容ではないことにな

り，また，行政によるごみ収集についての裏付け証拠も皆無であり，かえ

って，被申請人の上記反面調査の結果によると，調査票の回答と反対の事

実ないしはこれに沿わない事実が大半であるから，申請人の上記アンケー

ト調査の結果は，信用性に乏しいものである。

さらに，昭和６０年６月１３日に本件土地２上に新築された講堂・体育

館に隣接する特定の場所からは，トリクロロエチレン缶，無水クロム酸の

缶，作業服，靴，空き缶類，ビニールシートが出土していることから，ト

リクロロエチレン缶，無水クロム酸の缶は，講堂・体育館の新築工事（塗

装工事）の際に遺棄されたものと推定するのが合理的である（乙ロ第１１

１号証，第１１６号証）。

仮に，焼却灰や耐久消費財の一部が本件土地２に搬入されたとしても，

本件土壌汚染とその搬入した焼却灰等との因果関係は不明であるといわざ

るを得ない。また，焼却灰は，高温（８００ないし９００度）で焼却した

ごみの残滓であるから，これに揮発性有機化合物（ＶＯＣ）が含まれる余

地はないし，他方，耐久消費財については，その種類，形態等が明確では

なく，これらに重金属類が含まれているかどうかも明らかではないのであ

る。申請人は，試掘調査報告書の結果（甲第４６号証・１０８頁）を援用

して，本件土地２に１㎏当たり５００㎎の鉛が確認されていると主張して

いるが，その量，形態からみて，これらの燃えがらは，本件土地２上でご
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み等を低温で燃やした残滓であるとみるのが合理的である（なお，申請人

が主張する電子部品に砒素が含まれていたことを示す証拠は皆無であ

る。）。一方，Ａは，被申請人の委託とは無関係に，Ｆ所有土地の東側に

位置する本件土地２のグラウンドの埋立ても行い，川崎市内だけでなく東

京都，横浜市からもトラックで運ばれてくるごみを，埋立ての用に供した

り，野焼きをしたりしていたというのであるから，申請人の主張する本件

土壌汚染は，このＡの持ち込んだごみによるものであることが強く推認さ

れるというべきである。

同ウ(ｲ)（被申請人の予見可能性・作為義務・結果回避義務違反）は争

う。

不作為による過失は，作為義務違反の事実を知り得べきであるのに，こ

れを知らなかったことをいう。しかし，被申請人の代表者川崎市長は，本

件土地の汚染土壌を除去すべき義務の存在を知ることは不可能であったか

ら，被申請人に過失がなかったことは明らかである。

エ 同エ（違法性）は争う。

オ 同オ（損害・因果関係）は不知ないし争う。

申請人は，汚染土壌等処理対策実施計画書（甲第２１号証）の記載を援

用して，別紙土壌汚染対策工事費一覧①ないし③のとおり，合計５２億１

６３９万８２５０円の支出・債務負担による損害を被ったと主張している

が，上記実施計画書と，申請人が平成１８年６月２９日付けで，被申請人

に提出した汚染土壌等処理対策実施報告書（乙ロ第９９号証）に記載され

た工事内容とは必ずしも一致しておらず，別紙土壌汚染対策工事費一覧①

（土壌汚染対策工事）に記載された工事金額をもって実際に行われた工事

金額とすることはできない。

また，本件土壌汚染の認められる範囲については，揮発性有機化合物

（ＶＯＣ）が第２溶出量基準を超過し地下水汚染が認められる区画を除き，
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廃棄物混入土層のすべての除去（汚染土壌の掘削除去又は原位置浄化）の

必要はなかったから，本件土壌汚染対策工事は土壌汚染対策法７条１項の

措置命令の範囲を超える工事であって，その必要性を欠くものであった。

そして，申請人は，本件土壌汚染の発見された本件土地２のみならず，

その土壌汚染がない本件土地１を含めた造成工事費，周辺道路の補修費，

既存基礎杭撤去工事費（杭自体が汚染物質でないことは明白である。）ま

で損害に含めて主張しているが，これらは，本件土壌汚染に起因する損害

であるということはできない。

別紙土壌汚染対策工事費一覧②（モニタリング工事・実施設計及びコン

サルティング・既設建物撤去工事）は，いずれも不必要な工事であり（平

成１７年３月時点において，飲用井戸水の実態がなくなっていたので，モ

ニタリング工事の必要性はなかった。），本件土壌汚染に起因する損害で

あるとはいえない。そもそも，本件土地における地下水汚染は，井戸削孔

等によって，廃棄物層の汚染物質が帯水層に混入したことによるものであ

って，申請人あるいは買主三社の行為という人為的原因によるものである

から，地下水汚染に係る費用は，損害とはいえない。

別紙土壌汚染対策工事費一覧③（土壌工事）は，申請人の主張によって

も，買主三社との合意に基づく支払であり，本件土壌汚染を原因とするも

のとはいえない。

（抗弁）

カ 抗弁その１－２０年の除斥期間経過

(ｱ) 被申請人の川崎市議会定例会会議録（乙ロ第１号証）によれば，被

申請人は，焼却灰の搬入を昭和４５年９月１１日で打ち切っており，耐

久消費財の搬入も，同年８月上旬に中止している。また，Ａによるごみ

の搬入や焼却も，遅くとも廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行前

には中止している。そして，本件土壌汚染は，原因物質が本件土地２に
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埋められたときに損害が発生するものであるから，本件における不法行

為の除斥期間は，昭和４５年９月１１日が起算点となる。

(ｲ) 本件において，昭和４５年９月までに行われた埋立地への焼却灰等

の搬入については，これが仮に加害行為（不法行為）であったとしても，

２０年の除斥期間の経過によって，被申請人の民事上の責任は消滅した

ことが明らかである。それにもかかわらず，除斥期間を経過した後にな

って，上記加害行為が先行行為であるとして，被申請人に汚染物質の除

去義務が課せられるとすれば，被申請人は，消滅したはずの民事責任を

再び問われる結果となるが，このような解釈は，被害者（土地所有者）

の汚染の認識の有無いかんにかかわらず，不法行為時からの一定期間の

経過によって，法律関係を速やかに確定させようとする除斥期間の制度

趣旨を没却するものである。

したがって，本件土壌汚染を原因とする損害賠償請求権は，「不法行

為の時」（民法７２４条後段）である昭和４５年９月１１日から２０年

後の平成２年９月１１日の経過をもって除斥期間が経過し，被申請人に

民事上の損害賠償責任があったとしても，この責任は確定的に消滅して

いるものと解すべきである。

キ 抗弁その２－禁反言の原則・信義則違反

被申請人は，土壌汚染対策を行う上で必要な廃棄物の埋立履歴及び土壌

汚染原因者についての調査を可能な限り実施し，この調査結果について，

情報公開条例の定めに基づき，２度にわたって申請人に開示するなど，本

件土壌汚染に対する迅速，かつ，適切な対応を行ってきたものである。し

かるに，申請人は，いったんは，申請人の負担で除去工事を行う旨を被申

請人に表明したにもかかわらず（甲第１１号証），本件裁定申請において，

被申請人に対し，本件土壌汚染に係る除去工事の費用を負担せよと要求す

るのは，禁反言の原則・信義則に違反して許されないものである。
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第３ 当委員会の判断

１ 被申請人の本案前の主張に対する判断

⑴ 本件土壌汚染対策工事は，Ｂの所有する本件土地での除去工事であり，申

請人には，法律上保護される利益がないことについて

被申請人は，申請人は平成１６年４月２８日，本件土地に関するＢとの本

件売買契約を解除しており，この結果，本件土地の所有権が申請人からＢに

復帰したから，自己所有ではない第三者所有である本件土地上で本件土壌汚

染対策工事を行ったのだから，申請人にはこれを損害として被申請人に請求

し得るような法律上保護される利益はないと主張する。

しかし，申請人に損害賠償請求をなし得るような法律上保護される利益が

あるかどうかは，本案における損害賠償請求の要件事実の存否の問題である

から，その利益の欠缺は，本件裁定申請を不適法とするものではない。

したがって，被申請人の上記主張は理由がない。この点については，後記

２⑴で判断を加える。

⑵ 「公害」に係る申請でないことについて

被申請人は，申請人のような巨大企業を，環境基本法２条３項に定める

「人」とみることはできないし，申請人の企業活動から生じた被害は「人の

健康に係る被害」でも，「生活環境に係る被害」でもないから，本件裁定申

請は，「公害」に係る被害についての申請ではなく，不適法であると主張す

る。しかし，このような法的主張は，被申請人の独自の主張であって採用の

限りではない。

本件土地２に生じた本件土壌汚染は，その範囲からみて相当範囲にわたる

汚染であること，本件土地２には，揮発性有機化合物（ＶＯＣ）や重金属類

による高濃度の汚染が発生していること（後記２⑶ア(ｱ)ｈ）に照らすと，

本件土壌汚染に係る申請人の被害が，「人の健康」及び「生活環境」に係る

公害であることは明らかである。



－20－

よって，被申請人の上記主張は理由がない。

⑶ 本件裁定申請に係る損害賠償請求は将来の給付に係る請求であることにつ

いて

被申請人は，本件裁定申請に係る損害賠償請求は，将来の給付に係る請求

であり，あらかじめ請求をする必要性を欠くものとして，不適法であると主

張する。

しかしながら，責任裁定申請には，処分権主義の適用があるから，本件裁

定申請に係る損害賠償請求が将来の給付に係る請求か否かは，申請人の意思

によって決定されるところ，申請人は，これを現在の給付に係る請求である

と主張しているのであるから，本件裁定申請に係る損害賠償請求を将来の給

付に係る請求であることを前提に，不適法であるとする被申請人の主張はそ

の前提において理由がない。

そして，不法行為によって土地所有権の侵害を受けた者が，将来，その侵

害に由来して特定の費用支出をする必要があり，かつ，実際にその費用支出

が確実に予想することができるときは，土地所有権の侵害を受けた者は，将

来の予想される費用支出分につき，現在の給付に係る請求として責任裁定の

申請をすることができるものと解するのが相当である。

これを本件についてみると，証拠（甲第７０号証ないし第７９号証）及び

審問の全趣旨によれば，①申請人は，支払債務を負担した合計５２億１６３

９万８２５０円のうち，現時点に至るまで，平成２０年３月末日に履行期が

到来する土壌汚染対策工事費５億４３３８万円を除き，残余の工事費計４６

億７３０１万８２５０円については，本件土地の土壌汚染に係る業務を委託

した業者（Ｇ株式会社ほか３社）に既に支払済みであること，②上記①のと

おり，申請人が支払債務を負担した総債務額の約９割に相当する４６億７３

０１万８２５０円の支払が既に完了しており，残債務５億４３３８万円の支

払についても，その履行期に支払がなされることは，ほぼ確実であること，
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以上の事実が認められる。

そうすると，既に支払済みの４６億７３０１万８２５０円についてはもと

より，将来，費用支出が予定されている上記５億４３３８万円についても，

その費用支出が確実に予想することができると認められるから，両者の合計

５２億１６３９万８２５０円について，現在の給付（現在の損害）に係る請

求として責任裁定の申請をすることができるものと解するのが相当である。

よって，被申請人の本案前の主張はいずれも理由がなく，本件責任裁定の

申請に何ら不適法な点はないから，進んで，本案の争点について判断を加え

ることとする。

２ 本案の争点に対する判断

⑴ 申請人の権利又は法律上保護される利益の存在について

本件は，申請人が，本件土地の所有権が侵害されたことによる損害につい

て，国家賠償法１条１項に基づき，被申請人に対し，損害賠償請求をしてい

る事案であるところ，証拠（甲第１号証ないし第３号証（枝番号のある書証

は，枝番号分を含む。），第４号証の１）によれば，申請人は，本件土地の

元所有者であるＢとの間で，平成４年３月２６日付け及び同年１０月２９日

付けの本件売買契約を結び，Ｂから本件土地の所有権を取得したことが認め

られる。その一方で，証拠（甲１６の１及び２）によれば，申請人は，平成

１６年４月２８日，Ｂに対して，瑕疵担保責任に基づき，本件売買契約を解

除する旨の意思表示をしたことが認められる。

そこで，申請人が本件不法行為が成立すると主張する平成１６年８月２５

日の時点において（前記第２，２⑶ウ(ｲ)参照），申請人に本件土地の所有

権が帰属していたのか否かにつき検討を加える。

証拠（甲第１号証ないし第４号証，第４０号証，第９７号証（枝番号のあ

る書証は，枝番号分を含む。））及び審問の全趣旨並びに顕著な事実によれ

ば，以下の事実が認められる。
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申請人は，本件土地１及び本件土地２を一体的に利用する目的で（審問の

全趣旨），前記のとおり，Ｂとの間で本件売買契約を締結したところ，Ｂか

ら，平成５年３月末ころ，本件土地１の引渡しを受け（甲第３号証の５条１

項，６条２項，３条２項），すぐにＢとの間で，平成５年４月１日から平成

７年３月末日までを期限とする一時使用目的の賃貸借契約を締結し，Ｂに本

件土地１を引き渡した（甲第３号証の５条２項，第４０号証）。その後，平

成７年３月末日をもって本件土地１の賃貸借契約の賃貸期間が満了し，また，

申請人は，同年４月７日，本件土地２につき，所有権移転登記を経由した

（甲第１号証，第２号証）。申請人は，本件土地１及び本件土地２を一体的

に利用する目的で，Ｂから買い受けたことに照らすと，本件土地１につき，

賃貸借期間が満了し，本件土地２につき，所有権移転登記を了した平成７年

４月７日には，本件土地1及び本件土地２の両土地について引渡しを受けて

いたものと推認することができる。

そして，申請人が，Ｂから本件土地１及び本件土地２の引渡しを受けた，

平成７年４月７日から５年が経過したことは，顕著な事実であるところ，別

件調停（神奈川簡易裁判所平成１６年（ノ）第３１２号）において，Ｂは，

平成１６年８月１０日付け準備書面（１）で，同日，申請人に対し，瑕疵担

保責任に基づく解除権の消滅時効援用の意思表示をした（甲第９７号証の１

及び２）。以上の事実が認められる。

ところで，買主の売主に対する瑕疵担保責任による解除権は，売主を相手

方とする買主の一方的な意思表示により売買契約を終了させることができる

形成権であるから，その消滅時効については，債権に準ずるものとして，民

法１６７条１項が適用され（最判昭６２．１０．８民集４１巻７号１４４５

頁参照），商行為によって生じた債権については，商法５２２条が適用され

て，その権利を行使することができる時から５年を経過したときは時効によ

って消滅するものと解すべきである。この解除権については，買主が事実を
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知った日から１年という除斥期間の定めがあるが（民法５７０条，５６６条

３項），これは法律関係の早期安定のために買主が権利を行使すべき期間を

特に限定したものであるから，この除斥期間の定めがあることをもって，瑕

疵担保責任による解除権につき商法５２２条の消滅時効の規定の適用が排除

されると解することはできない。したがって，瑕疵担保責任による解除権に

は，消滅時効の規定の適用があり，この消滅時効は，買主が売買の目的物の

引渡しを受けた時から進行するものと解するのが相当である（最判平１３．

１１．２７民集５５巻６号１３１１頁参照。同最判は，直接には，民法５７

０条，５６６条の瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権の消滅時効の適否及

びその起算点について判示したものであるが，解除が終局的には損害賠償請

求権にその債務内容を転形させるものであることを考えると，その理は，瑕

疵担保責任に基づく解除権の消滅時効についても，当てはまるものと解すべ

きであり，商行為により生じた売買契約の解除権については，商法５２２条

の適用がある。）。

これを本件についてみると，前記認定のとおり，申請人は，平成４年１０

月２９日までには本件土地を前主のＢから本件売買契約で取得したものの，

平成１６年４月２８日，Ｂに対して，本件売買契約を解除する意思表示をし

ている。しかし，本件売買契約の売主であるＢが，申請人に対し，本件土地

の引渡しから５年が経過した後である平成１６年８月１０日，消滅時効を援

用する意思表示をしていることが認められるから，申請人の解除権は消滅時

効によって消滅したものと解すべきである。

したがって，申請人の上記解除は効力が発生しないことになるから，申請

人が本件不法行為が成立すると主張する平成１６年８月２５日の時点におい

て，不法行為の客体となる本件土地の所有権は，依然として，申請人に帰属

していたものと認められる。

⑵ 国家賠償法１条１項の「公務員」について
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申請人の主張によれば，本件の加害行為は，特定の公務員が，職務を行う

につきなした具体的行為をいうものではなく，平成１６年当時の被申請人の

不作為をいうものであるから，国家賠償法１条１項にいう「公務員」を具体

的に特定する必要はなく，地方公共団体である被申請人を統轄し，これを代

表する機関として，その長を特定することで足りるものと解すべきである。

したがって，本件では，被申請人の代表者川崎市長の特定で足りるのである

から，川崎市の行政組織上の身分によって当該職務を担当する公務員を特定

する必要があるとする被申請人の主張は，採用することができない。

⑶ 被申請人の作為義務違反・結果回避義務違反（過失）について

ア 先行行為に基づく法益侵害の因果系列

申請人が主張する，被申請人による本件土地２への焼却灰・耐久消費財

搬入及びＡによるこれらの本件土地２への埋立て並びに本件土地２におけ

る本件土壌汚染の惹起について，順次，検討を加える。証拠（認定事実ご

とに掲記）及び審問の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。

(ｱ) 本件土壌汚染発覚の経緯，その内容，程度及びその原因物質

ａ 申請人の買主三社への本件土地等の転売契約（別件売買契約）

申請人は，平成１２年１２月２２日付けで，買主三社に対し，買主

三社においてマンション建設・分譲事業を行うために，本件土地及び

川崎市宮前区□□△丁目所在の△△番△の土地（学校用地，８１９

㎡）等を売買代金総額１２９億３０８５万円で一括して売却した（甲

第５号証，第６号証。以下「別件売買契約」という。）。

ｂ 本件土地２からの本件土壌汚染の発見，買主三社による調査

申請人は，平成１５年３月ころ，買主三社から，本件土地２の一部

分から「ごみ混じりの土」が発見されたとの報告を受けた。買主三社

は，その後，平成１５年４月３日に土壌汚染の有無を判断するため，

概況調査を開始し，同年５月１日からは，詳細調査を開始したところ，
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本件土地２中に廃棄物が存在し，そのことに起因した土壌汚染が発生

していることが判明した（甲第８号証）。

ｃ 買主三社の申請人に対する別件売買契約解除の意思表示

買主三社は，平成１５年１１月１９日付けで，申請人に対し，土壌

汚染に起因してマンション建設・分譲事業の継続が困難となり，別件

売買契約の目的達成が不能となったとして，民法５７０条，５６６条

等に基づき同契約を解除する旨の通知をした（甲第１０号証）。

ｄ 申請人の買主三社に対する解除に応ずる旨の回答

申請人は，平成１５年１２月２６日付けで，買主三社に対して，別

件売買契約の解除に応じ，売買代金及び実質負担した金利を返還し，

土壌汚染対策工事関連費用の出来高分を支払い，損害賠償費用につい

ては，買主三社との間で適正な負担割合を決定すべく協議を継続する

ことを内容とする回答をした（甲第１２号証）。

ｅ 申請人と買主三社との間での土壌工事費等を支払う旨の合意

申請人と買主三社は，平成１６年２月２７日付けで，別件売買契約

の解除を確認し，申請人が買主三社に対して売買代金１２９億３０８

５万円を返還し，買主三社が負担した土壌工事費計５億７４２８万円

（別紙土壌汚染対策工事費一覧の③の小計欄）を含む，４３億４５２

３万３１１３円を損害賠償として支払う内容の合意をした（甲第１５

号証）。

ｆ 本件土地に対する土壌汚染対策法に準じた調査の開始

本件土地に対しては，以下のとおり，土壌汚染対策法に準じた調査

が実施された（甲第１１４号証（枝番号分を含む。），参考人Ｈ１・

第６項，第１２項，第１３項）。第一次調査は，平成１５年４月３日

から平成１６年２月２７日までの調査であり，これは，買主三社が調

査機関（Ｉ１株式会社・環境省指定調査機関（環△△△△－△－△），
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Ｉ２株式会社・環境省指定調査機関（環△△△△－△－△△）。指定

調査機関の意味については，後記ｇ参照）に委託して実施したもので

ある。第一次調査は，資料等調査，土壌概況調査，土壌詳細調査（埋

土部，地山部，地下水の調査）である。第二次調査は，平成１６年３

月１日から同年６月１０日までの調査であり，上記調査を買主三社か

ら引き継いだ申請人が上記調査機関に委託して実施したものである。

第二次調査は，土壌詳細調査（埋土部，地山部の調査），地下水詳細

調査である（甲第１９号証・１２及び１３頁（以下，書証のページ数

は，原則として通し番号のページ数を指すが，これがないときは，当

該書証のページ数を指す。））。

ｇ 土壌汚染対策法の制度的枠組み

ところで，土壌汚染対策法では，対象となる物質を特定有害物質と

して（同法２条１項），鉛，砒素，トリクロロエチレンなど２５の物

質が指定されており（同法施行令１条），第１種特定有害物質（揮発

性有機化合物（ＶＯＣ）），第２種特定有害物質（重金属類），第３

種特定有害物質（農薬等）に分類され，その物質ごとに同法施行規則

所定の測定方法（公定分析法）によらなければならないものとされて

いる。そして，土壌汚染のある土地の評価基準として，環境大臣が指

定するいわゆる指定調査機関（同法３条１項，４条１項，１０条）が

調査をすることを前提として，土壌汚染による健康被害が生ずるおそ

れのある土地の調査（同法４条１項）の要件である地下水基準（同法

施行令３条１号イ，同法施行規則１６条，１７条），指定区域の基準

である土壌溶出量基準（地下水等の摂取によるリスクに係るものとし

て特定有害物質の検液への溶出量による基準）及び土壌含有量基準

（直接摂取のリスクに係るものとして特定有害物質の含有量による基

準）が定められている（同法５条１項，同法施行規則１８条１項，２
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項，別表第１ないし第３）。

また，土壌汚染対策法７条１項の措置命令発令の基準として，第２

溶出量基準が定められている（同法施行令５条，同法施行規則１６条，

１７条，２４条１項１号，別表第４）。

ｈ 本件土地の汚染範囲及び地下水汚染状況

前記ｆの調査の結果，本件土地の汚染範囲及び地下水汚染状況は，

別添図１，２に記載のとおりであった。別添図1（甲第１９号証・３

５９頁，甲第２５号証・１頁）の赤線の範囲内（埋土部）に，重金属

類（鉛，砒素，六価クロム，ほう素）及び揮発性有機化合物（ＶＯ

Ｃ）（トリクロロエチレン，シス-1・2-ジクロロエチレン，1・2-ジ

クロロエタン，ベンゼン）による汚染が確認された。すなわち，

（ａ） 重金属類による汚染の状況

鉛は，公定分析の結果，最大で土壌溶出量０．１８㎎／Ｌ（土

壌溶出量基準値０．０１㎎／Ｌの１８倍），土壌含有量４３００

㎎／㎏（土壌含有量基準値１５０㎎／㎏の約２８．７倍）であっ

た（甲第１９号証・８１頁。ただし，第２溶出量基準を超えるよ

うな汚染はなかった。また，埋土部下部（旧地盤）では汚染はみ

られなかった。同号証・２２頁）。

砒素は，公定分析の結果，最大で土壌溶出量０．０７２㎎／Ｌ

（土壌溶出量基準値０．０１㎎／Ｌの７．２倍），土壌含有量基

準値１５０㎎／㎏以下であった（甲第１９号証・８１頁）。

六価クロムは，公定分析の結果，最大で土壌溶出量０．３３㎎

／Ｌ（土壌溶出量基準値０．０５㎎／Ｌの６．６倍），土壌含有

量基準値２５０㎎／㎏以下であった（甲第１９号証・８１頁）。

なお，重金属類のうち，ふっ素は，別添図１の赤線の範囲外か

ら検出されている。
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これらの重金属類については，比較的浅い深度で土壌溶出量基

準を超えるそれが検出されている（甲第１９号証・８２及び８３

頁）。

埋土部のごみ混入層から焼却灰様の黒色の粘性土が出土してお

り，層の厚さは，０．３ないし１２．６ｍである。重金属類の土

壌溶出量基準を超過した範囲は，上記ごみ混入層の範囲とおおむ

ね一致している（甲第１９号証・８２及び８３頁，９４頁，１７

１頁，３３３頁，第４６号証・１０頁，１２頁，１０８頁）。

（ｂ） 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）による汚染の状況

埋土部において，トリクロロエチレン，シス-1・2-ジクロロ

エチレン，1・2-ジクロロエタン，ベンゼンの土壌汚染が確認さ

れた。トリクロロエチレンは，公定分析の結果，最大で土壌溶

出量８．６mg／Ｌ（土壌溶出量基準値０．０３㎎／Ｌの約２８

７倍，第２溶出量基準値０．３㎎／Ｌの約２８．７倍），シス-

1・2-ジクロロエチレンでは，最大で土壌溶出量１．４mg／Ｌ

（土壌溶出量基準値０．０４㎎／Ｌの約３５倍，第２溶出量基

準値０．４㎎／Ｌの３．５倍）に達していた（甲第１９号証・

８８頁）。

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）については，比較的深い深度で

土壌溶出量基準を超えるそれが検出されている（甲第１９号証

・８９ないし９２頁，９９ないし１２７頁）。

本件土地の地質構成は，武蔵野ローム層，多摩Ⅱローム層，

おし沼砂礫層，高津層からなっており，地下水は，主として，

おし沼砂礫層（シルト質の細砂層等によって構成されており，

土壌間隙が小さい。）を帯水層として，固結した泥層を主体と

する高津層が基盤層をなしている（甲第１９号証・４５及び４
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６頁，９３頁）。

（ｃ） 地下水の汚染状況

地下水については，本件土地２の敷地境界では，環境基準値

の超過は認められなかったが，敷地内では，別添図２のＢ３－

２（別添図１のＢ－３格子内。以下「Ｂ３－２」という。）及

び別添図２のＷ９（別添図１のＢ３－２１格子内。以下「Ｗ

９」という。）の地点を中心として，揮発性有機化合物（ＶＯ

Ｃ）の地下水基準の超過が認められた（甲第１９号証・３４６

及び３４７頁，３８３頁。平成１６年６月２日ないし同月５日

にかけて行われた第二次調査の地下水濃度は，簡易分析の結果

であるが，甲第１１４号証（枝番号分を含む。），甲第１１５

号証の１・３頁及び第１２７号証によると，その後，公定分析

法による分析調査が実施され，地下水基準の超過が確認されて

いる。）。

Ｂ３－２地点においては，埋土部及び地山上部のローム層で

は，揮発性有機化合物（ＶＯＣ）はほとんど検出されなかった

が，ローム層の下部から徐々に揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の

濃度が上昇し，凝灰質シルトでさらに濃度が高くなり，帯水層

（おし沼砂礫層）上部の地下水面付近の土壌で最も高濃度とな

っていた。地下水については，帯水層上部での濃度が高く，下

部へいくに従って濃度が低下していた。地山部の土壌，地下水

とも，トリクロロエチレンと比較して，シス-1・2-ジクロロエ

チレンの濃度が相対的に高かった（甲第１９号証・１０１頁）。

Ｗ９地点においては，土壌については，揮発性有機化合物

（ＶＯＣ）の濃度が埋土部内部で高く，特に埋土部下部で最も

高い傾向がみられた。地下水については，シス-1・2-ジクロロ
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エチレンで若干基準値超過が認められるが，Ｂ３－２地点に比

べてかなり低くなっている。シス-1・2-ジクロロエチレンと比

較して，トリクロロエチレンの濃度が相対的に高かった。

そして，措置命令発動の要件である土壌汚染対策法施行令５

条，３条１号イ，同施行規則１６条，１７条１号及び３号の要

件の充足の有無については，本件土地の上流部，下流部周辺の

地下水には，トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンの地

下水汚染が認められ（甲第１９号証・４７頁，第１１７号証），

また，平成１７年の時点で，本件土地の周辺おおむね１㎞の範

囲に，複数の生活用水用井戸が存在しており（甲第１１８号証

の生活用水用井戸リストNO.４ないしNO.８，NO.２１，甲第１１

９号証（枝番号分を含む。）），土壌汚染対策法施行規則１７

条１号又は３号の要件を満たしているものと認められる。被申

請人は，平成１７年３月時点において，飲用井戸水の実態がな

くなったと主張するが，その主張を裏付けるに足りる証拠はな

い。

ｉ 小括

以上をまとめると，上記有害物質の濃度は，土壌汚染対策法の汚

染地区の指定要件を満たす程度に達しており，トリクロロエチレン，

シス-1・2-ジクロロエチレンについては，措置命令の対象となり得

る程度のレベルであったものと認められる。

そして，措置命令発動の要件である土壌汚染対策法施行令５条，

３条１号イ，同施行規則１６条，１７条１号及び３号の要件も充足

していたものと認められる。

(ｲ) 本件土地２からの出土物と本件土壌汚染との関係

ａ 本件土壌汚染の具体的内容
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上記認定(ｱ)ｈのとおり，鉛は，最大で土壌溶出量０．１８㎎／Ｌ

（土壌溶出量基準値０．０１㎎／Ｌの１８倍），土壌含有量４３００

㎎／㎏（土壌含有量基準値１５０㎎／kgの約２８．７倍）であった。

砒素は，最大で土壌溶出量０．０７２㎎／Ｌ（土壌溶出量基準値０．

０１㎎／Ｌの７．２倍），六価クロムは，最大で土壌溶出量０．３３

㎎／Ｌ（土壌溶出量基準値０．０５㎎／Ｌの６．６倍）であった。重

金属類による汚染については，比較的浅い深度で土壌溶出量基準を超

えるそれが検出されている。

地下水については，Ｂ３－２及びＷ９の各地点を中心として，揮発

性有機化合物（ＶＯＣ）の地下水基準の超過が認められ，Ｂ３－２地

点においては，帯水層（おし沼砂礫層）上部の地下水面付近の土壌で

最も高濃度となっており，Ｗ９地点においては，揮発性有機化合物

（ＶＯＣ）の濃度が埋土部下部で最も高い傾向がみられた。なお，揮

発性有機化合物（ＶＯＣ）による汚染については，比較的深い深度で

土壌溶出量基準を超えるそれが検出されている。

ｂ 土壌汚染のメカニズム（甲第５８号証，第１２８号証）

汚染源から流出した有機塩素系化合物（揮発性有機化合物）は，

液状のまま地下へ浸透し，一部が土壌の間隙中に滞留する。帯水層ま

で到達した原液は，土壌の間隙が大きければ帯水層を降下して，不透

水層まで達するが，土壌の間隙が小さければ地下水面付近に滞留する。

そして，地下水面よりも上の不飽和土壌中に滞留した原液は，水より

も比重が大きく，液状のまま広範囲に移動することが困難なため，地

下水中に少しずつ溶出して地下水汚染を引き起こす。

他方，鉛，砒素等の重金属類は，高いアルカリ土壌の場合，土に

蓄積する傾向が大きく，土壌の表層から下方には移動しにくいとい

う共通の特徴を持つ。また，重金属類のうち，水銀，鉛，カドミウ
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ム等は陽イオンの形をとり，土壌の種類にもよるが，陽イオンは土

壌に吸着されやすい上，その水溶解度は，一般に低く，土壌中を移

動しにくい性質があり，重金属類による土壌・地下水汚染では，汚

染の蓄積性は大きいといえる。上記のとおり，重金属類は，一般に，

移動性が小さいため，局所的，かつ，深部まで拡散しない場合も多

い（甲第５８号証・３３ないし３５頁，第１２８号証・３－１５な

いし３－１７頁）。

そうすると，前記ａのとおり，本件土壌汚染において，重金属類

が比較的浅い深度でみられ，他方，揮発性有機化合物（ＶＯＣ）が

比較的深い深度でみられたこと，また，揮発性有機化合物（ＶＯ

Ｃ）による地下水汚染は，おし沼砂礫層がシルト質の細砂層等で構

成されており，土壌間隙が小さいため，帯水層上部の地下水面付近

の土壌に滞留し，埋土部下部で濃度が高くなっていたことは，有機

塩素系化合物は地下へ浸透し，帯水層まで到達すること，あるいは，

重金属類は土地に蓄積する傾向があり，土壌の表層から下方には移

動しにくいことなどの上記土壌汚染のメカニズムによって発生した

ものと推認することができる。

なお，甲第１９号証（９６頁）及び乙ロ第１１８号証には，当初，

地下水に検出された物質は，井戸削孔によって，廃棄物層の汚染物

質が帯水層に混入したことによる可能性がある旨の指摘がなされて

いるが，結局，その事実関係は，その後の調査でもはっきりしてお

らず，また，上記の可能性のみをもって，帯水層の地下水汚染が井

戸削孔等による人為的原因によるものであると推定する根拠に乏し

く，その事実を裏付ける客観的証拠もない。

したがって，甲第１９号証及び乙ロ第１１８号証の上記記載は，上

記認定を何ら左右しないというべきである。
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ｃ 本件土壌汚染の自然由来の可能性について

土壌汚染対策法では，土壌中の特定有害物質が自然由来である場合

には，対策の対象にはしない。同法施行の上で，特定有害物質が自然

由来であるといえるためには，①土壌溶出量基準に適合しない特定有

害物質が，砒素，鉛，ふっ素，ほう素，水銀，カドミウム，セレン，

六価クロムの８種類のいずれかであり，土壌溶出量基準の１０倍を超

えない場合であること，②特定有害物質の含有量が一定の濃度（例え

ば，鉛であれば，１４０㎎／㎏，ふっ素であれば，７００㎎／㎏な

ど）の範囲であること，③特定有害物質の含有量の分布に当該特定有

害物質の使用履歴のある場所等との関連性を示す局在性が認められな

いことのすべての条件を満たす必要があるとされている（甲第１９号

証・４６３ないし４６５頁，乙ロ第１１９号証・４８及び４９頁）。

本件土壌汚染については，上記の判定基準からすると，自然界に

存在しない，化学的合成物質である揮発性有機化合物（ＶＯＣ）は，

①の要件に該当しないので，自然由来の可能性はないものと認めら

れる。他方，自然界に存在する重金属類のうち，鉛は，最大で土壌

溶出量基準値の１８倍であり，土壌含有量４３００mg／kgは，上記

②の含有量の基準値１４０㎎／㎏を大きく上回っており，①及び②

の基準を満たさず，自然由来の可能性は低いものと認められる。砒

素，ほう素及び六価クロムについては，①の要件を満たすものの

（②の要件の存否は不明），いずれも，ごみの混入している埋土層

から検出されていることに加え，後記認定ｄの本件土地２からの出

土物の内容（電子基板（コンデンサ），無水クロム酸の一斗缶）を

も併せ考慮すると，③の要件を満たさないものと認められる。した

がって，重金属類についても，自然由来の可能性は極めて低いもの

と認められる。なお，ふっ素については，本件土地において，過去
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にふっ素を大量に使用した履歴がなく（③），その土壌溶出量は，

当該基準の１０倍を超えず（①），かつ，土壌含有量が１４０㎎／

㎏であり，自然的レベルの目安である７００㎎／㎏より小さいので

（②），上記①ないし③の観点から，自然由来であると判定されて

いる（甲第１９号証・３３８及び３３９頁）。

ｄ 本件土地２からの出土物（以下「本件出土物」ともいう。）につい

て

（ａ） 本件出土物の種類

本件土地２の別添図１の本件土壌汚染が認められた範囲のうち，

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の濃度が高い場所を試掘したところ

（甲第４６号証。以下の地点表示は，同号証に記載されている試

掘地点である。），南から№１（ＴＰ＋７５．５ないし＋７２．

５ｍ。ＴＰは，この項目では，揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の汚

染が発見された場所の標高を示す。なお，ＴＰは，東京湾中等潮

位（Tokyo Peil）のことをいい，標高の基準となる。），№２

（ＴＰ＋７５．５ないし＋７２．５ｍ），№４（ＴＰ＋７７．２

ないし＋７３．２ｍ）の地点から，ガイシ，錆びた金属，燃えが

ら，プラスチック（以上№１の地点），紙類，電子部品（コンデ

ンサ），錆びた金属，プラスチック（以上№２の地点），ペンキ

缶・一斗缶，錆びた金属，プラスチック（以上№４の地点）が発

見された（甲第４６号証・１頁，１４ないし１０６頁）。

なお，本件土地２からは，木材も出土しているところ（甲第４

６号証・１４ないし１０６頁），ＣＣＡ（クロム・銅・砒素化合

物）を木材内部に注入した，いわゆるＣＣＡ木材を焼却すると，

その焼却灰には，六価クロム及び砒素が含有されることになるが

（甲第１３４号証・３頁），本件土地２から出土した燃えがらに
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六価クロム又は砒素が含有されていることを示す証拠はない。

平成１７年１月２９日ないし同年７月３０日にかけて，本件

土地２の掘削作業中，大量の黒い焼却灰様のごみが出土している

（甲第５０号証，第８９号証，第９０号証（枝番号のある書証は，

枝番号分を含む。））。ところで，燃えがら状物質の成分の化学

分析の結果によると，燃えがら状物質からは，土壌汚染対策法の

土壌含有量基準値１５０㎎／㎏の約２倍ないし３倍の鉛（試料№

１－５－３からは，５００㎎／㎏）が検出されている（甲第４６

号証・１０８頁）。一方で，都市ごみ焼却灰には，鉛が多く含ま

れている（甲第１３７号証，第１３８号証，第１４３号証ないし

第１４６号証）。燃えがら状物質は，都市ごみ焼却灰の組成と比

較すると，鉛の割合が若干低めであるが，それは，雨水の浸透に

よって洗浄された結果と推定されるので，都市ごみ焼却灰の組成

に類似していると判断して差し支えないものと考えられる。本件

出土物の焼却灰様のごみは，本件土地２から試掘された燃えがら

状物質が都市ごみ焼却灰の組成に類似し，高濃度の鉛を含有して

いること，その量，色・形状等に照らし，焼却炉で焼却された焼

却灰であると推認される（甲第４６号証・１０９頁は，燃えがら

状物質の外観と分析結果から，都市ごみの焼却灰が埋め立てられ

たものと考えられる，と結論付けており，上記推認に沿うもので

ある。）。

（ｂ） 本件出土物の総量

埋土部のごみ混入層における焼却灰主体の黒色の粘性土の層の

厚さは，０．３ないし１２．６ｍである。重金属類の土壌溶出量

基準を超過した範囲は，上記ごみ混入層の範囲とおおむね一致し

ている（甲第１９号証・８２及び８３頁，９４頁，１７１頁，３
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３３頁，第４６号証・１０頁，１２頁，１０８頁）。

本件土壌汚染の範囲から出土した廃棄物について，その振るい

分け作業の結果，平成１６年１２月１５日から平成１７年９月２

日までに搬出した総量は，合計２４０８㎥であり（甲第５３号証，

第６８号証），その内訳は，金属くず，ガラス・陶器くず，コン

クリートガラ，木くず等であるところ，これらについて，社団法

人Ｊ発行の建設系混合廃棄物の原単位調査報告書（平成１６年３

月）を参照し，それぞれの廃棄物の品目ごとの重量への換算値を

相加平均した換算値０．５６２５ｔ／㎥を２４０８㎥に乗ずると，

計算上１３５４．５ｔとなる。

被申請人も指摘しているとおり，申請人の試掘調査では，上記

以外の廃棄物（廃プラスチック等）も出土していること，廃棄物

の種類ごとの排出量に換算値を乗じて廃棄物の総重量を算出して

いないことなどの問題点もあるが，一応の目安という程度であれ

ば，上記本件出土物の総重量の計算方法も不当ではない。

そして，廃棄物の出土範囲は，３９３７．０８㎡であり，廃棄

物が埋設されていた範囲の土量は，１万９１６８．６０㎥に及ぶ

（甲第４７号証の１及び２）。

ｅ 平成１８年３月３０日付け埋土部掘削除去時出土品一覧表（甲第５

６号証）

平成１６年１２月１８日ないし平成１７年９月２日にかけて本件土

地２の埋土部を掘削除去した際には，無水クロム酸（六価クロムの別

称である。）の一斗缶（空き缶）が出土している（甲第５６号証の３

番）。

本件土壌汚染の範囲から，平成１７年１月１９日，同月２５日，同

年２月５日，４缶のトリクロロエチレン缶が出土した（甲第３７号証，



－37－

第３８号証，第４８号証，第５０号証，第５９号証）。缶には，黄色

（オレンジ色）と青色の２種類があり，昭和４０年代当時の区分はは

っきりしないものの，その製造メーカーであるＫ１株式会社（平成６

年より前の旧社名はＫ２株式会社）の現在の区分では，黄色い缶はア

ルカリ性と強アルカリ性のトリクロロエチレン缶，青色の缶は中性の

トリクロロエチレン缶であるとされている（乙ロ第１７号証）。上記

トリクロロエチレン缶が出土した場所は，揮発性有機化合物（ＶＯ

Ｃ）の第２溶出量基準超過範囲と一致する（甲第３７号証，第４８号

証）。また，上記トリクロロエチレン缶付着土壌を分析したところ，

トリクロロエチレン，シス-1・2-ジクロロエチレンにおいて，溶出量

基準を大幅に超過する濃度が測定されている（甲第３８号証）。

ｆ 本件出土物と本件土壌汚染の関連性

（ａ） 出土した一斗缶，ペンキ缶との関係

本件土地２の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の第２溶出量基準超

過範囲から，４缶のトリクロロエチレン缶（一斗缶）が出土し，

その缶から高濃度のトリクロロエチレン，シス-1・2-ジクロロエ

チレンが検出され，その発見場所付近の土壌から高濃度の揮発性

有機化合物（ＶＯＣ）が検出されている。1・2-ジクロロエタン

は，ペンキ缶（塗料溶剤に使用される。）に由来し，また，出土

した一斗缶の内容物から検出されている（甲第３８号証，第５８

号証・３３頁，第１２８号証・３－１５頁）。

シス-1・2-ジクロロエチレンは，プラスチックの樹脂溶剤とし

て利用されていたから，廃プラスチックに由来し，また，出土し

た一斗缶の内容物からも検出されている（甲第３８号証，甲第５

８号証・３３頁，第１２８号証・３－１５頁）。トリクロロエチ

レンやテトラクロロエチレンが，自然界において，デハロ菌によ
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る脱塩素によって分解されることが知られており，本件土地２に

はデハロ菌が存在する（甲第２１号証・９０頁，第５８号証・３

４頁，第１３０号証，乙ロ第９９号証・３頁，参考人Ｈ１・第１

８項）。また，有機塩素系化合物（揮発性有機化合物）は，土壌

・地下水中において生物的・化学的に分解される（甲第５８号証

・３３頁，第１２８号証・３－１５頁，第１３０号証，第１３１

号証）。トリクロロエチレンは，テトラクロロエチレンの，シス

-1・2-ジクロロエチレンは，テトラクロロエチレン又はトリクロ

ロエチレンの分解生成物である（甲第５８号証・３４頁，第１２

８号証・３－１６頁）。

（ｂ） 出土した焼却灰との関係

一般に，都市ごみの焼却灰には，高濃度の鉛が含まれているこ

とが知られているところ（甲第１３７号証，第１３８号証，第１

４３号証ないし第１４６号証），前記ｄのとおり，本件土地２か

ら試掘した燃えがら状物質から，土壌含有量基準を超える鉛が検

出されている。

（ｃ） 出土した電子部品・電子基板等との関係

一般に，テレビ，洗濯機などの家電廃材には，内部に電子基板

が使用されており，電子基板と部品の接合には，鉛とスズの合金

であるはんだが使用されている（甲第１３６号証）。ネジには，

表面処理等のため，六価クロムが使用されることが多かった（甲

第１３５号証）。

また，半導体（コンデンサ）製造には，砒素が用いられ，金

属表面の脱脂洗浄には，トリクロロエチレンが用いられる（甲

第５８号証・３３頁，３５頁，第１２８号証・３－１５頁，３

－１７頁）。
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ほう素は，絶縁体，ガラスの原材料，陶磁器のうわ薬，ガラ

ス繊維を含むプラスチックなどの用途に使用されるところ，出

土した絶縁体を使用するガイシ，ほう素を多く含むガラス類，

うわ薬の使用される陶器類，廃プラスチックがほう素による土

壌汚染の原因となったものと推認される（甲第１４０号証ない

し第１４２号証）。なお，出土した木材や木くずが，申請人が

主張するような有機系薬剤処理木材であったことを裏付けるに

足りる証拠はない。

ｇ 小括

以上の認定によると，①本件土地２からは，高濃度の鉛，砒素，六

価クロムなどの重金属類，揮発性有機化合物（ＶＯＣ）が検出されて

おり，それらは，土壌への蓄積や汚染源から流出した有機塩素系化合

物の地下への浸透によって生じたものと推認されること，②揮発性有

機化合物（ＶＯＣ）による土壌汚染は自然由来の可能性はなく，重金

属類による土壌汚染については，その自然由来の可能性は極めて低い

こと，③本件土地２の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の第２溶出量基準

超過範囲から，４缶のトリクロロエチレン缶が出土していること，④

本件土地２から電子部品・電子基板や大量の焼却灰が出土しており，

試掘された燃えがら状物質からは高濃度の鉛が検出されていること，

⑤一般に，都市ごみの焼却灰には，高濃度の鉛が含まれており，また，

電子部品・電子基板には，鉛，六価クロム，砒素，トリクロロエチレ

ンが用いられていたこと，以上の事実が認められる。

このことからすると，本件土地２の土壌汚染のうち，重金属類につ

いては，焼却灰や電子基板・電子部品，家電製品，無水クロム酸の一

斗缶に，揮発性有機化合物（ＶＯＣ）については，トリクロロエチレ

ン缶，電子基板・電子部品，ペンキ缶，廃プラスチックに，それぞれ
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由来し（自然分解又は化学的分解による生成物を含む。），これらの

汚物から流出した有害物質によって本件土壌汚染が発生したものと推

認するのが相当である。

(ｳ) 本件出土物と埋立行為との関係

ａ 航空写真の判読

航空写真には，撮影時点での地表・地物の状態が正確に記録されて

いるので，その特徴・特性を生かして，過去の地表・地物の状態確認

のために使用することができる。その航空写真の判読は，ある対象地

の写真につき，隣接する２枚ずつの航空写真を収集し，隣接した２枚

（これを１モデルという。甲第１２４号証）を並列してみることで，

実体視（立体視）が可能となり，実体視することで，土地利用の状況

などを立体的に観察・判読することが可能となる（甲第２３号証，審

問の全趣旨）。また，航空写真は，撮影高度（飛行高度）によって写

真自体の縮尺が決まり，写真の縮尺が小さいほど識別・判読がし易い

が，大きな縮尺であるほどその判読は難しくなる。

１／１００００の写真では，幅１５ないし２０㎝の道路のセンター

ラインや，マンホールの蓋が識別できるとされており，１／２０００

０では，識別できるサイズは，上記の２倍程度の大きさのものという

ことになる。昭和４４年及び昭和４５年の航空写真（甲第１８号証の

写真６，７，甲第２３号証・１１頁の表３－１の写真⑧，⑨。以下，

この(ｳ)の項で「写真③」などの丸付き数字による写真の表記は，甲

第２３号証・１０ないし１２頁の表３－１の写真番号の写真を指

す。）は，それぞれ縮尺が１／１２５００と１／１００００であり，

その識別に各別問題はないものと認められる（甲第２３号証・４及び

７頁）。

ｂ 航空写真の判読による本件土地付近の造成状況
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本件土地の過去の利用は，学校用地，山林，農地であり，工場等の

有害物質使用特定施設（土壌汚染対策法３条）のような土壌汚染を発

生させる可能性がある施設の用地として利用された履歴は窺えない

（甲第８号証，第１９号証・１９及び４２頁）。昭和３７年ころまで

は，本件土地付近は，北北西に向かった緩斜面であって，造成がまだ

開始されておらず，その土地利用状況には，地盤環境上，特に問題と

なるような小規模焼却施設などは見当たらない（写真①，②）。他方，

昭和４６年以降の航空写真では，本件土地はＢの敷地として利用され

ており，同敷地にグラウンドの整備が進み，テニスコートが設置され

ているものの，その土地利用に大きな変化は見当たらない（写真⑩な

いし⑫）。平成７年以降の時点では，本件土地２の西側谷底地形の大

半が盛土で埋め尽くされ，ほぼ現在の造成地の形状になっている（写

真⑬ないし⑮）。

本件土地付近の造成が始まったのは，昭和３８年ころであるが（写

真③），昭和３９年には，本件土地２の西側の谷の法面はまだできて

おらず，その造成部分は完成していない（写真④）。昭和４１年７月

２８日当時，本件土地２の西側の谷底・低地の整地が終わっており，

その造成工事は整然と実施されているようにみえる（甲第２３号証・

１７頁，写真⑦）。

昭和４４年６月８日，本件土地２の西側谷底地形の内部に，土砂で

ない異物らしきものが点在している（写真⑧）。この異物が点在する

地域には，窪地への車両の進入跡を確認することができ，この異物点

在域の南側は，平坦化が進んでいるようにみえ，小屋らしきものを確

認することができる（甲第２４号証，乙ロ第２５号証・２頁）。昭和

４５年５月２２日には，異物点在域は本件土地２の西側谷底地形部で

の敷地北端にまで拡大しており，段差を設けて，低い窪地（凹地）に
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異物を搬入又は搬出しているようにみえる（写真⑨）。そこには，異

物を積んだトラックとは同定できないものの，直方体の物体及び進入

道路状のものがみえ，その両脇に異物の山が存在する。その直方体の

物体は，高速道路を走行している車両と比較すると小さいようにみえ

る。本件土地２の西側の中央付近に，明らかに盛土でない直方体の物

体が２つみえ，それらは，高速道路を走行している車両と比較すると

小さいようにみえる。その南側の部分は，平坦化が進んでいるように

みえる（甲第２４号証，乙ロ第２５号証・３頁）。

また，その約１年後の昭和４６年４月２５日の時点では，地表にほ

とんど異物が見当たらない（写真⑩）。本件土地２の北側部分の法面

の高さはかなり減少しているようにみえ，谷地全体の平坦化が進んで

おり，地表は土で覆われた印象で，異物のほとんどがみえなくなって

きている（甲第２４号証，乙ロ第２５号証・４頁）。異物点在範囲の

広さからみて，異物等を他所へ移動したのではなく，異物等を敷き均

して被覆したものと推認するのが合理的である。

上記各航空写真によると，昭和４１年７月には，異物の埋立場所の

底部の整地が終わっており，異物の埋立ては，昭和４４年６月ころに

は既に開始され，昭和４６年４月ころにはほぼ終了していることが認

められる（なお，本件証拠上，昭和４１年７月の後昭和４４年６月よ

り前の航空写真はない。）。

昭和４５年５月２２日の航空写真上で異物が点在する範囲と別添図

１の本件土壌汚染の範囲とを重ね合わせると，甲第２３号証・２６頁

の図のとおりとなり，その異物点在範囲と本件土壌汚染の範囲とは，

おおむね一致する。

上記のとおり，異物の点在する範囲と本件土壌汚染の範囲とが一致

することに加えて，航空写真から判読することができる，土砂でない
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異物の存在，異物点在範囲に存在する車両の進入跡，車両様の直方体

の物体，異物の山などの造成地域の状況をも併せ考慮すると，造成地

域に点在する異物は，本件土地２の本件土壌汚染の範囲から出土した

廃棄物であると推認するのが相当である。

そうすると，本件土地２への廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律施行（昭和４６年９月２４日）前の時期の汚物について「廃棄

物」又は「産業廃棄物」と表記する場合，それは，現在でいう廃棄物

又は産業廃棄物に相当する汚物という意味である。以下同じ。）の埋

立ては，上記航空写真から判読できる状況としては，昭和４４年６月

ころには既に開始され，昭和４６年４月ころにはほぼ終了しているこ

とが認められる。申請人が平成１６年に行った本件土地２の試掘調査

の結果によると，試掘した土地の上層部（ＴＰ（標高）＋７３．５な

いし＋７５．５ｍ）より出土した紙片（労働組合のビラ）には，昭和

４６年４月２０日の記載を読み取ることができ，上記のとおり，航空

写真によると昭和４６年４月２５日時点で本件土地２の埋立てはほと

んど終了していると認められるから，本件土地２の上層部はそのころ

までに埋立てがなされたものと推認される（甲第４６号証・２頁，４

及び８頁（写真４））。

ｃ 本件土地におけるその他の造成工事と汚物埋立てとの関係

他方，本件土地上では，昭和３７年１２月から昭和６１年１月にか

けて，種々の造成工事が行われていることが認められる（乙ロ第８号

証ないし第１２号証，第１５号証，第１０３号証ないし第１１０号証，

第１１２号証，第１１３号証（枝番号のある書証は，枝番号分を含

む。））。しかし，前記ｂ認定のとおり，航空写真でみる限り，昭和

４４年になるまでは，造成工事は整然と実施されているようにみえ，

本件土地２上に土砂でない異物らしきものが点在するようになったの
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は，昭和４４年以降であり，また，それらの異物は，遅くとも昭和４

６年には，敷き均して被覆された状態になっているようにみえるから，

昭和４４年より前の時期と昭和４６年より後の時期の造成工事によっ

て本件土地に大量の廃棄物（汚物）の埋立てが行われたものとは考え

難いというべきである。

この点，被申請人は，昭和６０年６月１３日に新築された講堂・体

育館に隣接する特定の場所からトリクロロエチレン缶，無水クロム酸

の缶，作業服，靴，空き缶類，ビニールシートが出土していることか

ら，トリクロロエチレン，無水クロム酸の缶は，講堂・体育館の新築

工事（塗装工事）の際に遺棄されたものと推定するのが合理的である

と主張し，それに沿うかのような証拠（乙ロ第１１１号証，第１１６

号証）を提出する。

しかし，上記のとおり，本件土地２における廃棄物（土砂ではない

異物）の埋立ては，昭和４４年６月ころには既に開始され，昭和４６

年４月ころには，地表の敷き均し・被覆によって完了していると認め

られる。そして，トリクロロエチレン缶及び無水クロム酸の缶は，い

ずれも廃棄物混入土層や焼却灰の層から発見されており（甲第４６号

証，第４８号証，第５０号証，第５６号証），別添図１の赤線の範囲

内において，土壌溶出量基準を超過するトリクロロエチレン及び六価

クロムは，廃棄物混入層から検出されている（甲第１９号証・８９な

いし９１頁，８２頁。なお，乙ロ第１１５号証・№２１及び№２２で

指摘されている六価クロムによる汚染部分（別添図１のＣ６の部分）

は，別添図１の赤線の範囲外であり，申請人は，本件土壌汚染として

主張していない。これは，表層部分（深度０．４ｍ）から検出されて

いること（甲第１９号証・８３頁）からみて，昭和４６年４月以降の

時期に行われた工事に起因する可能性が高い。）。
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したがって，本件土地における廃棄物の埋立ては，昭和４６年４月

ころには，地表の敷き均し・被覆によって完了していると認められる

から，トリクロロエチレン缶及び無水クロム酸の缶等の廃棄物が，昭

和６０年６月１３日に新築された講堂・体育館の新築工事の際に遺棄

されたものとは考えにくい（建設工事の通常の工程からみても，上記

廃棄物が廃棄物埋立て層から出土していることに照らすと，建設工事

の終了時にわざわざ数メートルも掘削した上，不要物を埋設したもの

と考えることは不合理である。）。また，量的にみても，被申請人が

上記講堂・体育館の新築工事の際に遺棄されたと主張しているごみの

量は，大量であって（乙ロ第１１５号証），建築業者が，少量の建築

廃材等を建築現場に遺棄することはともかくとして，これだけの大量

のごみを，上記講堂・体育館の工事の際に，限られた工事期間の一時

期に，集中的に遺棄するものとは考え難いというべきである。

さらに，被申請人の埋立履歴調査（乙ロ第４０号証）によっても，

昭和６０年６月１３日に新築された講堂・体育館の新築工事が本件土

地における廃棄物の埋立ての原因か否かについては全く検討されてお

らず，かえって，同調査の「まとめ」の部分（６頁）では，本件土地

上の「廃棄物の埋立時期は，昭和４２年頃から昭和４６年頃の間であ

ったと考えられる。」「テニスコート及び講堂・体育館の増設工事は，

土壌汚染の原因と考えられる廃棄物の埋め立て後（昭和６０年）に行

われたものであり，土壌汚染の原因となる廃棄物埋立履歴があった可

能性は少ないと考えられる。」（乙ロ第４０号証・６頁）と結論付け

ている。そして，上記講堂・体育館の新築工事の工事事業者について

調査された形跡は窺えない（乙ロ第８号証ないし第１２号証（枝番号

のある書証は，枝番号分を含む。）に上記工事の記載はない。）。

以上のことからすると，昭和６０年６月１３日に新築された講堂・
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体育館の新築工事（塗装工事）の際にトリクロロエチレン缶等が遺棄

されたとする被申請人の主張は理由がないといわざるを得ない。

このほか，乙ロ第９号証によると，Ｄ株式会社は，被申請人に対し，

昭和４８年ないし昭和５７年３月にかけて，Ｂ中学校校舎増築工事等

の工事を請け負い，その際，Ｂ中学校校舎増築工事（工期・昭和５６

年８月１日ないし昭和５７年２月２０日）において，暖を取るために

廃材を燃やした際の燃えがら，コンクリートガラ，ガラス片等を本件

土地２の北側部分に埋立てをした旨回答している。しかし，その埋立

場所（乙ロ第９号証・３頁）と本件土壌汚染の汚染物質の濃度の高い

場所とは一致していない上，暖を取るために廃材を燃やした際の燃え

がらの量は，事柄の性質上，大量に出るとは考え難く，上記工事の工

期は半年程度であったから，燃えがら以外の廃棄物の量も大量であっ

たとは考えられない（この点，被申請人の調査（乙ロ第４０号証・３

頁）のＤ業者（当該業者の行った工事内容からみて，上記Ｄ株式会社

を指すものと思われる。）は，「現場で埋立てを行った廃棄物は全部

でトラック１台分はないと思う。」と回答している。また，乙ロ第４

０号証・６頁の「まとめ」でも，土壌汚染の原因としては可能性は低

いとされている。）。以上のことに加えて，Ｄ株式会社は，被申請人

に対し，上記当時から，産業廃棄物はトラックで東京都多摩地区に持

ち帰っていたとも回答していることに照らすと，Ｄ株式会社による上

記造成工事による廃棄物の埋立てが，本件土地２から出土した大量の

ごみの主たる原因であるとは考えられないというべきである（ただし，

本件出土物のコンクリートガラ，ガラス・陶器類の一部については，

このような造成工事の際に投棄された可能性も否定はできない。）。

本件土地で造成工事を行った株式会社Ｍ（乙ロ第１０号証），Ｎ株

式会社（乙ロ第１１号証），株式会社Ｏ（乙ロ第１２号証）は，いず
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れも本件土地に廃棄物の埋立てを行ったとは回答していない。また，

昭和４０年８月から同年１２月にかけて行われた，□□配水池（□□

プール）の建設工事に伴う掘削残土の処理については，本件土地の造

成に使用された形跡はなく，また，その残土は，地山を切り崩して生

じたものであり，廃棄物埋立層等を掘削したものとは認められない

（乙ロ第４０号証・５頁）。

ｄ 小括

以上のことからすると，本件土地２から出土した大量のごみ等の本

件出土物は，本件土地近隣の工場等の施設からの排出や本件土地上の

学校の造成工事等が原因であるとは考えられず，昭和４４年ないし昭

和４６年ころまでの間に行われた汚物等の埋立てが原因であると認定

するのが相当である。

(ｴ) 本件出土物とＡによる埋立行為との関係

Ａが，昭和４３年１０月ないし昭和４５年９月ころ，Ｆ所有土地及び

本件市道において，焼却灰や耐久消費財を埋め立て，造成工事をしてい

たことは，後記（ｵ）ａ（ｂ）のとおり，容易に認めることができる。

そこで，本件土地２からの本件出土物と，Ａによる上記埋立行為との関

係について検討する。

ａ 航空写真の図化による地形変化の解析

甲第４９号証では，昭和４４年，昭和４５年及び昭和４６年に撮影

された航空写真（各２枚，甲第１８号証の６ないし８の写真）につい

て，立体精密図化機を用いて，地形図を作成する航空写真測量の技術

によって，平面図と地形断面図の２種類を作成し，これに基づき，地

形変化の時系列的解析がなされている。航空写真測量とは，航空機を

基準として垂直に地形地物を撮影した（中心投影である）空中写真を，

地図と同じ正射投影に加工する（図面のどの地点でも真上から見下ろ
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したと仮定して作図する）技術をいう。航空写真を地図にする（この

作業を図化という。）作業は，現在では，デジタルマッピング（図面

に直接，地形・地物のデジタル情報を持たせた図を作成する作業）が

主流であり，このデジタルマッピングによって得られたデータを利用

して航空写真の図化がなされる。航空写真測量技術の精度基準につい

ては，国土交通省公共測量作業規程及び平成６年度国土基本図図式に

準拠し，図化の対象範囲の選定については，川崎市都市計画基本図

（１／２５００）を基礎としている。上記昭和４４年，昭和４５年及

び昭和４６年に撮影された航空写真の標定（写真測量において写真の

幾何学的な条件を再現すること）においては，上記川崎市都市計画基

本図を基礎として，写真と上記基本図に共通する地物を選定し，双方

の座標値を基に標定計算を行い，個々の航空写真の撮影位置と傾きが

計算されている。

上記標定を終えたステレオ航空写真対を用いて，前記国土基本図図

式に準拠して，真幅道路（道路幅２５ｍ以上の道路）の道路縁，建物

・施設の輪郭，主要な耕地界・植生界・土地利用界，２ｍ間隔の等高

線，主要区域（本件土地２の西側半分の区域）の１０ｍ間隔のメッシ

ュ標高単点の地形データを取得し，また，図化作業の精度は，各航空

写真の撮影縮尺に応じて，１／２５００又は１／５０００の精度とし

（公共測量作業規程１１１条（甲第１２６号証・４８頁）の運用基準

によると，１／１００００及び１／１２５００の撮影縮尺の場合，図

化縮尺は１／２５００，１／２００００の撮影縮尺の場合，図化縮尺

は１／５０００である。），上記主要区域についてのメッシュの切り

方は，第Ⅸ系平面直角座標系（測量法（昭和２４年法律第１８８号）

１１条１項１号の直角座標として定められた座標系（平成１４年１月

１０日国土交通省告示第９号）であり，神奈川県は系番号Ⅸに相当す
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る。）に対応させ，計測がなされた。甲第１９号証の二次調査位置図

（３５７頁）の縮尺が１／１０００であることを考慮し，その図化デ

ータを１／１０００で紙出力し，上記各年度の平面図及び地形断面図

を作成した。他方，平面図のメッシュ断面位置№２ないし№６（上記

各年度）と，掘削範囲横断図（甲第１９号証の第二次調査の結果。甲

第４９号証に第一次調査とあるのは（５及び６頁），第二次調査の誤

記である。）のＬ－２２（甲第１９号証・３６３頁），Ｌ－３１（同

３６５頁），Ｌ－３３（同３６５頁），Ｌ－４２（同３６７頁），Ｌ

－５１（同３６９頁）の５断面を重ね合わせると，甲第４９号証の図

３－７（１７頁），図３－８（１８頁）のとおりとなる。

上記の甲第４９号証の基礎資料，作成過程については，乙ロ第３４

号証の種々の指摘を考慮しても，格別不合理・不相当な点は見当たら

ない。

ｂ 航空写真の図化解析による本件土地付近の造成状況

そこで，検討するに，甲第４９号証の図３－１（９頁）ないし図３

－３（１１頁）をみると，Ｆ所有土地より標高が高くなっているのは，

Ｂ高等学校のグラウンド部分であって，本件土地２の西側は，Ｆ所有

土地及び本件市道とほぼ同様の高さであったと認められる。そして，

このことは，参考人Ｈ２も，認めるところである（参考人Ｈ２・第１

２８項，第２０６ないし第２０９項）。また，上記各時期のＦ所有土

地，本件市道及び本件土地２の標高の変化をみると，昭和４４年の№

１の横断面（北側）の標高は，№６の横断面（南側）のそれより５ｍ

から９ｍ低くなっており，北から南に向かって，谷が浅くなっている

が，昭和４６年には，その標高差はほとんどなくなっている（甲第４

９号証・表３－１（８頁））。そして，上記各時期の上記各土地の北

側の標高の変化をみると，例えば，№３の横断線のＦ所有土地，本件
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市道及び本件土地２付近（甲第４９号証・図３－４の№３（１２頁）

の５０ないし７０ｍの位置）では，５ｍ程度平均して地盤線が高くな

っていることが認められる（甲第４９号証・図３－４の№３（１２

頁））。このことは，上記各時期の航空写真（甲第１８号証の６ない

し８の写真）の本件土地側の法面の幅が時代とともに次第に減少して

いることからも認めることができる（参考人Ｈ１・第５５及び第５６

項）。

甲第４９号証の図３－７（１７頁）及び図３－８（１８頁）をみる

と，航空写真を図化して推定される断面図の標高が高くなっている範

囲と，既往のボーリング調査の結果，判明しているごみ混じり汚染土

層の範囲とは，おおむね一致している。

ｃ 小括

上記認定事実に照らすと，①昭和４４年ないし昭和４６年ころにか

けて，Ｆ所有土地，本件市道及び本件土地２の西側は，ほぼ同様の高

さであったこと，②Ｆ所有土地，本件市道及び本件土地２の西側の南

北の標高差は，昭和４６年には，ほとんどなくなっており，埋立てに

よる敷き均しが完了したとみられること，③上記時期の上記各土地北

側の標高は，平均して地盤線が高くなっていること，④その標高が高

くなっている範囲は，盛土をしたと推定される範囲であるところ，そ

の範囲とごみ混じり汚染土層の範囲とがおおむね一致していることが

認められる。

してみると，上記の客観的事実に加え，昭和４３年１０月ないし昭

和４５年９月ころ，Ａは，Ｆ所有土地及び本件土地の双方の造成工事

を行っていたことをも併せ考慮すると，上記時期のＡによる埋立ては，

Ｆ所有土地及び本件市道のみならず，本件土地２にも行われていたも

のと認定するのが相当である。
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ｄ 被申請人の本件土地の廃棄物の埋立履歴調査の評価

この点，被申請人の本件土地の廃棄物の埋立履歴の調査では，昭和

４２年ないし昭和４６年にかけて，小屋を建てて，重機１台を使用し

て敷き均していた者がおり，それは，埋立時期及び埋立場所が一致し

ている，Ａとは別の業者（所在不明）ではないかとされている（乙ロ

第４０号証・６頁）。この業者は，乙ロ第４０号証・６頁と，乙ロ第

８号証の２とを対比すると，Ｐであると推測される。しかし，乙ロ第

８号証の２によると，Ｐの整地工事の着工年月日は不明で，完了年月

日は昭和４８年９月２５日であるとされており，その整地工事の範囲

も不明であるから（乙ロ第８号証の２・３頁によると，宅地面積は，

８万６３０２．２０㎡にも及ぶとされており，本件土地の面積はおろ

かＦ所有土地及び本件市道の面積をこれに合算しても到底及ばない広

さである。），工事時期と埋立時期及び埋立場所と本件土壌汚染の範

囲が一致しているとはいえない。また，被申請人の上記調査でも，Ｐ

の所在は不明であり，結局，事実関係の詳細も不明である。

したがって，被申請人の上記調査内容は，前記ｃの認定を何ら左右

しないというべきである。

(ｵ) 被申請人の本件土地２への焼却灰及び耐久消費財の搬入の有無

ａ 基礎となる事実の認定

（ａ） 被申請人におけるごみ収集・処分

被申請人は，全市を６つの区域に分け，各区域に稲田，高津，

中原，川崎，大師，田島の各清掃事務所を設置し，その所管区域

から排出されたごみの収集をしていた。また，ごみ処理施設（終

末処理施設）として，堤根第一清掃作業場が設置されていた。被

申請人において区制が実施された昭和４７年４月１日より前の中

原清掃事務所の所管区域は，ほぼ現在の中原区に相当する区域で
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ある（乙ロ第１８号証の１及び２）。もっとも，乙ロ第１８号証

の２をみる限り，中原清掃事務所の所管区域に，現在の高津区と

幸区の一部が含まれることは明らかであるが，被申請人は，区制

が採用されるより前の町名別での清掃事務所の所管が分かる図面

を提出しないので，その詳細は不明である。そこで，以下の認定

では，昭和４７年４月１日より前の中原清掃事務所の所管区域は，

現在の中原地区であるという前提で考えることとする。

（ｂ） 新聞報道及び川崎市議会定例会会議録等からの認定

以下の新聞報道で，川崎市□□□と表記されているのは，本件

土地及びＦ所有土地の付近のことである（本件土地（ただし，物

件目録３①の１１番１の土地を除く。）及びＦ所有土地の付近

（川崎市宮前区□□△丁目）は，昭和５１年１２月１日より前は，

川崎市□□□字□□□と表記されていた（甲第１号証，乙ロ第１

４号証，第２２号証（枝番号のある書証は，枝番号分を含む。）

の表題部所在欄の記載参照）。）。

ⅰ 昭和４５年９月１２日付け各新聞記事で報道された事実

（ⅰ） 東京新聞（川崎版）（甲第２６号証）

学校のグラウンド造成地を「ごみ焼却場」代わりに使って

いた土建業者が川崎市内にあり，高津署は清掃法違反の疑い

で（昭和４５年９月）１１日，捜査に乗り出した。一方，業

者のあっせんで，（川崎）市の焼却場で処理したごみや大型

ごみなどをグラウンドに捨てていた市清掃局は，同日，誤解

を防ぐためにと，グラウンドにごみを捨てるのを中止した。

問題の業者は，同市□□□のＡ（５４歳）であり，Ａは，□

□のＢ高校のグラウンド造成地２９００㎡とその隣接の私有

地５００㎡を埋め立てる契約を，同校と私有地の地主との間
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で結んだ。Ａは，市に処理済みのごみや大型ごみを捨てる場

所として造成地をあっせんした。市は，昭和４３年１０月か

ら堤根の第一清掃作業場で処理されたごみや大型ごみを造成

地に捨て始めた。この結果，有毒ガスが付近にたちこめたり，

悪臭がただよったり，騒音がひどくなったりするなど「公

害」が続出した。

（ⅱ） 朝日新聞（京浜版）（甲第２６号証）

高津署は，（昭和４５年９月）１１日，捨場に困っている

古いテレビや建材などの廃棄物を２年間にわたって学校所有

の埋立地で焼却し，稼いでいた川崎市□□□□□△△△△土

建業Ａ（５４歳）を清掃法違反の疑いで摘発した。調べでは，

昭和４３年１０月ころから同市□□□，Ｂ高校の所有地約２

４００㎡の埋立てを昭和４４年９月までの契約で請け負った。

初めは，市清掃局の許可を受け，市営ごみ焼却場で出た灰を

埋立てに使っていたが，足りないため「残土捨場」の立看板

を２か所に立て，東京，横浜などから古いテレビなどの廃棄

物を運ぶトラックを呼び寄せて焼却し，これまでにトラック

２０００台合計２００万円の手数料を稼いでいた。同署では，

Ａが市清掃局からごみ焼却場で処分できなかった古畳，洗濯

機など廃棄物を運び，手数料として２回にわたり１４万円を

受け取った，と言っていることから，市清掃局の担当者から

事情を聞く。

（ⅲ） 毎日新聞（川崎版）（甲第２６号証）

川崎市のごみ焼却場から排出される焼却残灰を一手に引き

受けて埋立作業をしている業者が，他の土建業者から料金を

取って残土を捨てさせていたことが分かり，高津署は近くこ
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の業者を清掃法違反の疑いで取り調べる。しかし，この埋立

地には，焼却灰のほか市もクレーン車でテレビや冷蔵庫，畳

などの耐久消費財を運び，投棄していた。残土を捨てさせて

いたのは川崎市□□□△△△△，埋立業，Ａさん（５４歳）。

昭和４３年１０月から同市□□の私立Ｂ高校に頼まれ，グラ

ウンドのわきの窪地を埋め立てていた。約６６００㎡のグラ

ウンド続きの窪地で，グラウンドの高さまで盛り上げるため，

同市日進町の同市堤根ごみ焼却場から焼却灰を運び込んでい

た。毎日，８ｔ車のダンプカーで８台分が持ち込まれている

が，同市では，このほか，同市中原清掃事務所からテレビや

冷蔵庫，畳などの耐久消費財をクレーン車で毎日３ないし５

台分捨てていた。

（ⅳ） 日本経済新聞（甲第２６号証）

川崎市の新興住宅地で大量のごみを焼却処分していた業者

が（昭和４５年９月）１１日，神奈川県高津署に清掃法違反

の疑いで取調べを受けたが，そのごみの一部に川崎市が処分

を依頼したものがあることが分かった。この業者は，川崎市

□□□△△△△，土建業Ａ（５４歳）で，川崎市清掃局がご

み焼却場の残灰などの捨場に困っていることに目を付け，こ

れを埋土として宅地を造ってやると同市□□□△△△△のＢ

高校と隣接のＦさんの空き地５００㎡に捨てる契約を結び，

一昨年（昭和４３年）の１１月から一手に引き受けていた。

しかし，Ａは，実際は，残灰のほかにも，市の焼却炉では処

分できない古テレビや家電廃材などの粗大ごみまで引き取っ

ていた。その上，「ごみ処理場」の看板を出して，東京など

からごみをダンプカーの運転手から手数料を取って受け入れ
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ていた。

（ⅴ） 神奈川新聞（甲第２７号証）

川崎市清掃局からごみ焼却灰の埋立処分を委託されていた

業者が，焼却炉では燃えにくい大型ごみやプラスチック類を

宅造地で燃やす一方，東京などから持ち込まれる「もぐりの

ごみ」を有料で引き受けていたことを高津署が突きとめ，清

掃法違反の疑いで調べている。現場は，市内□□△△△△，

私立Ｂ高校の所有地約２６００㎡。昭和４３年１０月，同高

校のグラウンド拡張のため，市の焼却残灰を利用して埋立て

をすることになった。残灰は，堤根清掃作業所から毎日８ｔ

車で８回運ばれていたが，そのうち中原清掃事務所から焼却

炉で燃やせないごみ（耐久消費財など）を３ｔクレーン車で，

１日３ないし５台を輸送し始めた。このごみは，プラスチッ

ク，スポンジ，タイヤなどで，業者に処分を任せていた。し

かも，この業者は，東京の建設業者などが処分に困って持ち

込むごみを手数料（１台２０００ないし３０００円）を取っ

て，燃やしていた。土地を提供したＢ高校は，市と埋立ての

話を決めた時，「少しぐらいごみを燃やすかもしれない。」

と市から言われたという。市清掃局の話では，「中原清掃事

務所から運んでいたのは事実だが，燃やすのではなく，埋立

てに使わせていた。」と話している。

（ⅵ） 読売新聞（京浜版）（甲第１２９号証）

（昭和）４３年１０月，川崎市□□□△△△△，私立Ｂ高

校が校舎脇の窪地を埋め立て，約３３００㎡のグラウンドを

造成しようとしていたのを知ったＡからの話で，（川崎）市

が「残土とごみの焼却灰を捨てさせてほしい。」と口頭で申
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し入れた。学校の許可を得て，最初は同市小杉の中原清掃事

務所で出た焼却灰だけを捨てていたものの，同年暮れからは，

焼却炉で処理できないテレビや冷蔵庫などの大型耐火消費財

やビニール，ポリエチレン製品が１日平均トラック８台分も

運び込まれた。現在，半分の埋立てが終わったところ。これ

らの大型ごみは，ＡとＱの２人が，ブルドーザーなどで粉砕

したり，くず鉄として売却したりしていた。しかし，ポリエ

チレンやビニール製品はその場で燃やしたため，黒煙や悪臭

が連日付近に漂った。今年（昭和４５年）になって，東京，

横浜の建設，運送業者たちがトラックで大型ごみを捨てに来

た。（高津）署では，（川崎）市が大型ごみ処分に手が回ら

ず，窮余の策として，学校側との約束を無視，さらにＡの手

数料の徴収や金属の売却を黙認していた疑いも濃いとみて厳

しく追及する。Ｒ川崎清掃局業務第一課長の話として，「テ

レビや冷蔵庫などの耐久消費財は，普通燃える外ワクをはず

して，中身は指定の金属商などに売却して処分しているが，

今度の場合は，原形のままで焼却灰に混ぜて埋めるよう指示

していた。ただ，Ｂ高校の了解をとらず，業者にまかせてい

たのはまずかった。」としている。

ⅱ 昭和４５年第４回・川崎市議会定例会（昭和４５年９月１４

日）におけるＳ清掃局長の発言要旨（甲第４１号証，乙ロ第１

号証の５３０ないし５３２，５３５及び５３６（議事録上部の

通し番号を示す））

昭和４３年８月ごろ，それまで犬蔵埋立地で焼却残灰の処分

をいたしておったわけでございますが，既に埋立ての余地が残

り少なくなりまして，ほかに埋立候補地をさがしておりました
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ときに，（中略）Ａという埋立業者から宮前地区□□の土地所

有者Ｆ氏らが土地造成を希望しているが，土の量が少ない上に

土砂だけでは車がスリップして困っている。清掃局では焼却残

灰の処分に困っていると聞いているが，土のかわりにここに搬

入してはどうかという申し入れがございましたので，（中略）

次のような条件でよければ焼却残灰をお願いしたいという回答

をいたしたわけでございます。その条件と申しますのは，１つ

が埋立工事と現場管理は土地所有者とＡ氏の間で行うこと。２

番目が，Ａ氏は環境衛生を阻害したりその他の事故を起こさな

いよう十分注意して現場を管理すること。３つ目が，土地造成

工事にかかわる工事費の負担は清掃局は一切負わない。また，

問題が起きたときは残灰の搬入を中止すること。以上３つの申

し合わせによりまして，（中略）昭和４３年１０月から搬入を

開始したわけでございます。昭和４４年４月ころから，中原清

掃事務所管内で集めました耐久消費財の廃棄物の一部，大体１

日３ｔ程度でございますが，この廃棄物の一部を埋立処理せざ

るを得なくなりまして，当該地に搬入を始めたわけでございま

す。（中略）本年８月上旬に耐久消費財の搬入は中止をいたし

ました。（中略）大体堤根の焼却場の残灰が，先ほど申し上げ

ましたように残灰を主として運んでおったわけでございますが，

後に中原清掃事務所管内も耐久消費財を一部持ってまいった，

こういうことでございます。堤根からは，大体残灰は１日５２

ｔ程度運搬いたしました。トラックにしまして１日９台程度で

ございます。中原の耐久消費財は約１日３ｔでございます。以

上が昭和４３年１０月からことしの夏まで運搬した内容のもの

でございます。（中略）最後の焼却灰は（９月）１１日で打ち
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切っておりますが，これは焼却灰の打切りでございまして，耐

久消費財は先ほど申し上げましたように８月の上旬からやめて

おるわけでございます。

ⅲ 昭和４５年９月１５日付け各新聞記事で報道された事実

（ⅰ） 毎日新聞（川崎版）（甲第４３号証）

（昭和４５年９月）１４日午前１１時から開かれた川崎市

議会本会議。同市□□□の埋立地に焼却残灰のほか，テレビ，

冷蔵庫など耐久消費財を放棄，燃やしていた事件について，

４議員が市の責任と態度を厳しく追及した。Ｓ清掃局長は，

「耐久消費財については，中原地区から出るものを運ばせて

いた。業者が焼却していたことについては，そのつど注意し

ていたが，ききめがなかったようだ。耐久消費財の投棄は清

掃法に該当しないが，このうちの可燃物を焼却し，悪臭をま

き散らしていたことには道義的責任を感じている。今後こう

したことのないよう監視，指導を強める。」などと説明した。

（ⅱ） 朝日新聞（京浜版）（甲第４３号証）

（昭和４５年９月）１４日の川崎市議会は，捨場に困った

古いテレビや建材をＢ高敷地に捨て，高津署に清掃法違反で

敵発された土建業者に，市清掃局も，手数料を支払って捨て

てもらっていた問題で質問が集中した。Ｓ清掃局長は，「は

じめ灰だけを捨てるという約束だった。最近は周囲に民家も

たてこんできたので，埋立業者にはごみを現場で焼かないよ

う注意してきたが，効果がなかった。行政指導が不行届きで

誠に申訳ない。」などと謝った。

（ⅲ） 東京新聞（川崎版）（甲第４３号証）

川崎市議会本会議は，（昭和４５年９月）１４日開き，市
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清掃局がモグリの「ごみ処理業者」を利用して残灰や大型ご

みを学校のグラウンド造成地へ捨てていたことについて，Ｓ

清掃局長が経過を説明した。その説明によると，（川崎）市

は，昭和４３年８月に，埋立業者と契約，堤根第一清掃作業

場の残灰を１日５２ｔ，昭和４４年４月から中原支所管内の

大型ごみ（不燃性）１日３ｔを同市□□のＢ高校グラウンド

造成地に捨てていた。ところが，宅造業者と契約していた土

建業者が，産業廃棄物や建材の廃材を手数料を取って焼却処

理，そのにおいや煙がひどく近所の人たちから何回か苦情が

出され同局で何回か注意したが，受け入れられず，市民に迷

惑をかけたというものであった。

（ⅳ） 神奈川新聞（甲第４４号証）

川崎市□□の埋立て現場で起きた産業廃棄物などの「不法

焼却問題」について，（昭和４５年９月）１４日開かれた定

例市会本会議で，Ｓ清掃局長は，「市民に迷惑をかけて大変

申しわけないと思っている。市の指導がいたらなかったと反

省しているが，今後は十分に指導，監督を行って再びこのよ

うな事態を引き起こさないように努力する。」と陳謝した。

また，同局長は，答弁の中で，「①問題のごみは建築廃材，

産業廃棄物で，清掃法でいう汚物ではないという法解釈の基

に，市の埋立て地不足もあり，業者の申し出を「渡りに船」

的に利用した，②市民の苦情については見過ごしてきたわけ

ではなく，業者にそのつど注意して来た。しかし，このよう

な事態を引き起こしたのは，市の指導の仕方が十分でなかっ

たと道義的な責任を感じている。」などと説明した。

ⅳ 昭和４５年９月１８日付け第３委員会議事録（甲第４２号



－60－

証）において判明した事実

昭和４５年９月１８日付け第３委員会において，Ｔ委員の

「埋立地（□□）はどの程度の量を処分できるものだったのか。

焼却残灰を持ち込んだのは全部で何ｔか。」との質問に対して，

Ｒ業務第一課長は，「□□には当初４万ｔの計画だったが，今

まで入れたものは灰が４万５千ｔ，耐久消費財が１５４０ｔ

だ。」と明らかにした（甲第４２号証の５枚目及び６枚目）。

ｖ 小括

以上の各認定事実によれば，被申請人は，堤根第一清掃作業

場から排出される焼却灰を昭和４３年１０月から昭和４５年９

月まで，中原清掃事務所管内で収集した耐久消費財を昭和４４

年４月から昭和４５年８月まで，Ｆ所有土地及びその付近に搬

入し，Ａが，これらをもってＦ所有土地及び本件市道ないし本

件土地２の西側部分に埋め立て，同土地の造成工事を行ってい

たことが容易に認められる。

（ｃ） 昭和４０年代前半当時の本件土地２付近の標高

昭和４０年代前半当時（おおむね昭和４１年ころから昭和４６

年ころまでの間の年代当時。以下同じ。），本件土地２の西側及

びＦ所有土地は，前記(ｴ)ｂのとおり，ほぼ同様の高さであり，

Ｆ所有土地より高くなっているのは，本件土地２のうち，Ｂ高等

学校のグラウンド部分（東側）であった（甲第１８号証・５ない

し７の写真，甲第２３号証・１６ないし２１頁，甲第２４号証，

甲第４９号証・図３－１（９頁）ないし図３－３（１１頁），参

考人Ｈ２・第１２８項，第２０６ないし第２０９項）。

この点，乙ロ第２０号証の⑥には，被申請人の元職員等の発言

として，「Ｂ高校（当時）とＡ氏の土地（前後の文脈からＦ所有
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土地）は高低差があり，Ｂ高校の方が土地が高くなっており，川

崎市が搬入できるような状況ではなかった。」との記載があるが，

本件土地２の西側付近が上記のような状態でなかったことは，参

考人Ｈ２も認めるところであり，また，上記認定に照らし，上記

記載を採用することはできない。

（ｄ） 被申請人の清掃車両の目撃供述等からの認定

ⅰ Ｈ３の陳述・供述・回答，付近住民の聞き取り調査の結果

Ｈ３は，その陳述書において，あるいは，参考人として，要

旨，次のように陳述・供述している（甲第９５号証，参考人Ｈ

３）。昭和４２年に，川崎市高津区□□□△△△番地の住宅か

ら，現在の川崎市宮前区□□△丁目△△－△に転居し，そこを

土木工事を業とする株式会社Ｕの事務所兼住宅として使うこと

になった。夫婦で健康のため，自宅周辺を毎日のように散歩し

ていたところ，その散歩中に，私達の横を川崎市のマークがド

アの下のところについたトラックが通って，Ｂ幼稚園の脇の細

い道路を出入りするところに２，３度，遭遇した。夫と私は，

職業柄，捨場や土工工事等には興味があったので，Ｂ学院（Ｂ

高等学校かどうかの区別ははっきりしないと供述している。）

の学生寮の敷地の出入り口から中まで入っていって，眺めの良

いところ（平成１９年１０月２９日事実調査の結果（同事実調

査の調書・別紙図面２のⅠ－２の場所（写真Ｅ），Ｈ３の参考

人調書添付の「廃棄物埋立場所記載図」の黒丸印参照）に立っ

て，トラックがＢのグラウンド西側の崖地に入っていく様子を

みていた。上記当時，本件市道は未舗装の砂利道で，ある程度

北に向かうと，作業道のような形で延びており，ちゃんとした

道路の形状になっていなかった。そして，作業道のような部分
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は，東西方向に両方に広がっており，分け隔てなく一緒くたに

なって造成工事がされていた。上記当時，Ｂの土地（本件土

地）とＦ所有土地との境界は，はっきりしていない状態であっ

た。具体的な工事の時期は覚えていないが，引っ越してきてそ

れほど時間が経っていないころで，Ｂ幼稚園が開園した後だっ

たと思う。

また，申請外Ｇ株式会社は，申請人の委託を受け，平成１８

年８月，付近住民に対する当時の実情についての聞き取り調査

を実施した（甲第６５号証）。同調査は，川崎市宮前区□□△

丁目付近住民（昭和４２年川崎市北部明細地図及び昭和４４年

高津地区明細地図（甲第６５号・３ないし１２頁）と現在の住

宅地図（同号証・１３頁）で川崎市宮前区□□△丁目付近に住

居のある者）を対象にして，訪問調査を実施し，本件土地２，

本件市道及びＦ所有土地付近の地図を示して，当時の廃棄物埋

立場所に手書きで記載させ，併せて被申請人の清掃車両の出入

りの事実及び出入りの場所を質問するという形式で行われた。

そして，調査対象者９２名のうち，実際に聞き取り調査ができ

た対象者は４８名で，このうち１０名の者から上記記載図の回

答を得ている。このように回答率が低い理由として，日中在宅

していた夫人が既に死亡していたり，二世代目が居住するよう

になっていることが挙げられる。

この調査において，Ｈ３（甲第６５号証・２２頁），Ｈ４

（同号証・２３頁），Ｈ５（同号証・２９頁）及びＨ６（同号

証・３１頁）の４名が，被申請人の清掃車両がＦ所有土地，本

件市道及び本件土地２のいずれにも出入りしていた旨，地図に

丸印を付して回答している。
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ⅱ 検討

以上の関係者の陳述・供述・回答内容に格別不自然・不合理

な点は見当たらない（なお，Ｈ３は，川崎市のトラックを目撃

した時期を□□地区に転居してきてから，それほど時間が経っ

ていないころで，Ｂ幼稚園が開園した後であると陳述書（甲第

９５号証・２頁）では述べており，その供述の趣旨は，参考人

尋問全体の供述の文脈（第７項，第３９項参照）からすると，

必ずしも目撃時期を昭和４２年であると断定するものではない

と解されるから，この点は，被申請人がＦ所有土地に焼却灰等

を搬入していた昭和４３年１０月ころの時期と矛盾するとまで

はいえない。）。そして，前記認定(ｴ)ｃのとおり，昭和４３

年１０月ないし昭和４５年９月ころ，Ａによる埋立ては，Ｆ所

有土地及び本件市道のみならず，本件土地２にも及んでいたも

のと認定するのが相当であるから，Ｈ３の陳述・供述・回答及

びその他の上記関係者の回答内容は上記認定に沿うものである。

前記付近住民の聞き取り調査（甲第６５号証）の調査手法に格

別不合理な点は見当たらない（参考人Ｈ１・第６４ないし第７

３項。なお，上記廃棄物埋立てから現在まで相当年月が経過し

ていることに照らすと，アンケートの回答回収率の低さは，回

答結果の信用性を左右しない。）。

したがって，上記関係者の陳述・供述・回答内容は，信用す

ることができるというべきである（Ｈ３は，現在，申請外Ｇ株

式会社から，本件土地からの廃棄物の搬出の依頼を受け，その

業務に従事していることが認められるが（甲第６８号証，参考

人Ｈ３・第１０３ないし第１１０項），そのことを考慮しても，

上記説示に照らせば，Ｈ３の陳述・供述・回答が信用性を欠く
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とはいえない。）。

ⅲ 被申請人の主張の検討

被申請人は，上記廃棄物埋立てから３５年以上も経過してお

り，また，本件土地２とＦ所有土地の境界がどこにあり，工事

車両や川崎市の車両が，そのどちらの土地に入っていたのか，

あるいは，入っていなかったのか等について，地形も異なり，

長期に時間が経過している中で，正確に記憶していること自体

が極めて疑問であるなどと主張するが，上記説示に照らし，か

かる主張は，採用することができない。

ｂ 被申請人の本件土地２への焼却灰の搬入の有無

（ａ） 認定

ⅰ 検討

（ⅰ） 被申請人は堤根第一清掃作業場でごみ焼却処理を行って

いたこと

被申請人は，ごみ処理施設（終末処理施設）として，堤根

第一清掃作業場を設置しており，そこで，ごみの焼却処理を

行っていた（乙ロ第１８号証の１）。焼却灰とは，８００な

いし９００度で汚物を焼却した残滓たる灰をいう（審問の全

趣旨（被申請人の準備書面４・２頁））。

（ⅱ） 被申請人は，Ａからの申出に基づき，Ｆ所有土地に焼却

灰を搬入していたこと

昭和４２年ないし昭和４５年当時，被申請人において，ご

みの処分先を探すのが大変な時代であり，土地所有者から了

解が得られれば，小さな田にも焼却灰を埋めたことがあった。

この焼却灰は，大型のダンプカーに積載して，固定炉の焼却

場から直接埋立地に持って行っていた。被申請人は，昭和４
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３年８月ころ，埋立業者で空き缶などの金属回収も行ってい

たＡから，Ｆ所有土地を埋め立てるのに焼却灰が欲しいとの

申出があり，これを承諾し，同年１０月ころから，堤根第一

清掃作業場から焼却灰を搬入することとなった。Ａは，搬入

された焼却灰を順次埋め立てに用い，埋め立て，敷き均し，

覆土整地の各作業を行っていたが，被申請人においては，そ

の作業の実状を把握していなかった（乙ロ第１号証，第９６

号証，参考人Ｈ２・第１９４及び第１９５項）。

（ⅲ） 被申請人が搬入した焼却灰の総量

被申請人が，搬入した焼却灰の総量は，被申請人が認めて

いるだけでも，昭和４３年１０月ころから昭和４５年９月こ

ろまでの約２年間弱，堤根第一清掃作業場から１日約５２ｔ，

総計約４万５０００ｔにものぼる（甲第４１号証，乙ロ第１

号証の５３０ないし５３２，５３５及び５３６（議事録上部

の通し番号を示す。），甲第４２号証の５枚目及び６枚目）。

（ⅳ） 昭和４０年代前半当時，本件土地２の西側，本件市道及

びＦ所有土地の間に標高差はそれほどなかったこと

昭和４０年代前半当時，本件土地２の西側，本件市道及び

Ｆ所有土地の間に標高差はそれほどなかった（前記ａ

（ｃ））。上記に反する乙ロ第２０号証の⑥の記載（本件土

地２とＦ所有土地との間に高低差があり，本件土地２側にご

みを搬入できる状況にはなかったとする記載）を採用するこ

とができないことは，既に説示したとおりである。

（ⅴ） 本件土地２の掘削作業中，大量の黒い焼却灰が出土した

こと

前記(ｲ)ｄのとおり，平成１７年１月２９日ないし同年７月
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３０日にかけて，本件土地２の掘削作業中，大量の黒い焼却

灰が出土した（甲第５０号証，第８９号証，第９０号証（枝

番号のある書証は，枝番号分を含む。））。この焼却灰の層

の厚さは，０．３ないし１２．６ｍであり，焼却灰の層の上

に覆土された状態で発見されている。焼却灰の層は，本件市

道より低い位置から出てきており，また，本件市道と本件土

地２の境界付近にまで汚染土壌層があった（甲第１９号証，

第４７号証の１，第１０２号証，第１０３号証，参考人Ｈ１

（第３８項，第４０及び第５２項），平成１９年１０月２９

日事実調査の結果）。

（ⅵ） 一般の民間の廃棄物取扱業者と焼却灰

一般の民間の廃棄物取扱業者が，焼却灰を扱うこと，とり

わけ本件のような大量の焼却灰を扱うことは，通常では考え

難い（審問の全趣旨）。

ⅱ 小括

上記ⅰの認定事実に加え，前記ａ（基礎となる事実の認定）

の事実を総合すると，①被申請人は，昭和４０年代前半当時，

堤根第一清掃作業場でごみの焼却処理をしており，そこで生じ

た汚物の焼却残滓たる焼却灰をＡの申出に応じて，Ｆ所有土地

に搬入していたこと，②被申請人が自認する限度でも，その焼

却灰は，昭和４３年１０月ころから昭和４５年９月ころまでの

約２年間弱，堤根第一清掃作業場から，１日約５２ｔ，総計約

４万５０００ｔという大量のものであったこと,③昭和４５年

９月１２日，Ａが被申請人から持ち込まれた焼却灰等を，本件

土地のグラウンド造成地やＦ所有土地に埋め立て，また，焼却

場代わりに使用していたなどとして，清掃法違反の疑いで検挙
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されたことが，地元紙で報道されたことから，昭和４５年第４

回・川崎市議会定例会（昭和４５年９月１４日）において，市

議会議員から上記の点について，被申請人の清掃局長が追及を

受け，同清掃局長は報道された事実をほぼ認めていたこと，④

昭和４０年代前半当時の本件土地２付近の標高については，本

件土地２の西側は，Ｆ所有土地とほぼ同様の高さであり，被申

請人の清掃車両が本件土地２にごみを搬入し得る状況にあった

こと，⑤Ｈ３は，昭和４３年ころ，川崎市のマークがついたト

ラックがＦ所有土地及び本件土地２の西側に入っていく様子を

目撃しており，また，Ｈ３以外の付近住民も，同様に，被申請

人の清掃車両がＦ所有土地及び本件土地２の西側に入っていく

のを目撃していること，⑥被申請人は，焼却灰搬入の条件とし

て，埋立工事と現場管理は土地所有者とＡとの間で行い，Ａに

おいて，現場を管理することとしており，被申請人が焼却灰を

搬入した後のＡによる造成・敷き均しの状況等を把握していな

かったこと，⑦焼却灰は，本件土地２の西側から大量の鉛を含

む焼却灰層に覆土された状態で発見されており，その状況は，

Ａが焼却灰を敷き均していたという状況と合致すること，⑧本

件土地２の西側から出てきた焼却灰層の位置が本件市道より低

く，本件市道と本件土地２の境界付近にまで上記層があったこ

とからみて，本件市道と本件土地２について，一体的に埋立て

がなされたものと推認されること，⑨一般の民間の廃棄物取扱

業者が，大量の焼却灰を扱うことは，通常では考え難いこと，

以上のことが認められる。

これらのことからすると，被申請人は，堤根第一清掃作業場

で焼却処理をした際に出る焼却灰を，昭和４３年１０月ころか
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ら昭和４５年９月ころまでの約２年間弱，１日約５２ｔ，総計

約４万５０００ｔを，Ｆ所有土地のみならず，本件土地２の西

側にも搬入し，Ａは，搬入された焼却灰を順次同土地に埋め立

てていたものと認定するのが相当である。被申請人は，本件土

地２から出土した燃えがらは本件土地２上でごみ等を低温で燃

やした残滓であるとみるのが合理的であると主張するが，上記

の説示，特に本件土地２の西側から大量の鉛を含む焼却灰層に

覆土された状態で焼却灰が発見されていることからすると，被

申請人の上記主張は，採用することができない。

（ｂ） 被申請人の試算の検討

ところで，被申請人は，Ｆ所有土地及び本件市道の面積合計４

１２１．７８㎡（乙ロ第２６号証）に，昭和４６年の現況平面図

（甲第４９号証・図３－３（１１頁））のＦ所有土地と東名高速

道路との標高差の平均９．１５ｍ等の数値を乗じて，この体積を

重量に換算すると（乙ロ第２６号証によると，平均値で単位体積

重量は１．８ｔ／㎥），優に４万５０００ｔ（焼却灰）を超える

ものであるから（４１２１．７８（㎡）×９．１５（ｍ）×１．

８（ｔ／㎥）≒６７８８５．７（ｔ）＞４５０００（ｔ）），本

件土地２側に焼却灰を搬入していないことは明らかであると主張

する。

しかし，被申請人の試算は，申請人の試算（甲第６６号証参

照）のように，Ｆ所有土地の当時の標高差を考慮して搬入土量を

積算するものではなく，本件土地の面積を算出し，それを底面積

（４１２１．７８㎡）として単純にこの底面積と高さを掛け合わ

せて体積を求め，その体積にどれだけの土量が搬入可能かを試算

するもので，Ｆ所有土地の法面等の地形の変化や標高の変化を全
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く無視して試算しており，到底合理的な計算とはいえない。

また，前記ａ（ｂ）によれば，被申請人は，昭和４３年１０月

ころから昭和４５年９月ころまでの間，Ａの造成工事に利用させ

るため，Ｆ所有土地に廃棄物（焼却灰）を搬入していたことが認

められ，前記(ｳ)ｂによれば，本件土地２付近では，昭和４４年

６月以前から昭和４６年４月ころにかけて廃棄物の埋立てがなさ

れていたことが認められる。他方，甲第４９号証（図３－４の№

３（１２頁））によると，昭和４４年ないし昭和４６年ころにか

けて，Ｆ所有土地の標高が平均して約５ｍ程度高くなっているこ

とが認められる。これらのことに照らすと，昭和４４年ないし昭

和４６年ころにかけて，Ａが廃棄物をＦ所有土地に持ち込んで敷

き均したため，約５ｍ程度，地盤標高が高くなっていることは認

められるものの，Ｆ所有土地の北側の標高差約９ないし１０ｍの

すべてが被申請人が搬入した廃棄物の埋立てによって生じたもの

とは認められない。

したがって，被申請人の試算は，その計算の前提となる数字に

誤りがあり，合理的であるとはいえない（仮に，高さを５ｍとし

て計算し，焼却灰４万５０００ｔ，単位体積重量を１．８ｔ／㎥

とすると，４１２１．７８（㎡）×５（ｍ）×１．８（ｔ／㎥）

≒３７０９６（ｔ）となって，４万５０００ｔの焼却灰を搬入す

ることは不可能となる。）。

よって，Ｆ所有土地と東名高速道路の標高差が，すべてＡの廃

棄物の埋立てによって生じたことを前提として，４万５０００ｔ

の焼却灰のすべての搬入が可能であるとする被申請人の試算は，

合理性を欠き，採用することはできない。

ｃ 被申請人の本件土地２への耐久消費財の搬入の有無
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（ａ） 清掃法下でのごみ収集・処分の制度的枠組み

Ａが焼却灰や耐久消費財をＦ所有土地に搬入していた昭和４３

年１０月ころないし昭和４５年９月ころは，廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（昭和４６年９月２４日施行）ではなく，清掃法

（昭和２９年７月１日施行）が適用されていた。

清掃法下での市町村の行う清掃事業の制度の概要は，以下のと

おりである。

清掃法は，汚物をごみ，燃えがら，汚でい，ふん尿及び犬，ね

こ，ねずみ等の死体をいうものと定義し（同法３条），汚物を衛

生的に処理し，生活環境を清潔にすることにより，公衆衛生の向

上を図ることを目的とする法律である（同法１条）。特別区及び

市の区域を特別清掃地域とし（同法４条１項），市町村は，特別

清掃地域内の土地又は建物の占有者によって集められた汚物を一

定の計画に従って収集し，これを処分しなければならないものと

され（同法６条１項），ただ，市町村長は，特別清掃地域におい

て業務上その他の事由により多量の汚物を生ずる土地又は建物の

占有者に対し，衛生的な方法で当該汚物を市町村長の指定する場

所に運搬し，又は処分すべきことを命ずることができるとされ

（同法７条１項），また，特別清掃地域内の工場，事業所等で，

清掃事業を困難にし，又は清掃施設を損うおそれがある汚物を生

ずるものの経営者に対し，当該汚物について必要な処理を施し，

又は衛生的な方法で当該汚物を市町村長の指定する場所に運搬し，

もしくは処分すべきことを命ずることができるとされている（同

法８条１項）。

清掃法が適用されていた当時，川崎市では，川崎市清掃条例

（昭和２９年川崎市条例第４３号）が施行されており（乙ロ第９
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５号証），同条例４条には，清掃法７条１項に基づき，多量の汚

物を生ずる土地又は建物の占有者に対し，自己処理を命ずること

ができる汚物の種類及び排出基準について，ごみ，燃えがらにつ

いては１日平均５００㎏以上，し尿については１日平均１８０Ｌ

以上と規定されており，また，同条例５条１項には，清掃法８条

１項に基づき，経営者に対し，自己処理を命ずることができる汚

物の種類は，有毒性物質を含む物，危険性がある物，その他清掃

作業を困難にし，又は，清掃施設を損うおそれがある物と規定さ

れている。

このように，清掃法の下では，事業者に事業活動に伴って生じ

た産業廃棄物の処理が当然に義務付けられていた訳ではなく（廃

棄物の処理及び清掃に関する法律１１条１項対照），特別清掃地

域における汚物については，一般廃棄物と産業廃棄物の区別なく，

汚物について，第一次的に，市町村に収集・処分の義務があり，

ただ，多量の汚物等を生ずる特別な場合にのみ，市町村長が，例

外的に，その占有者等に対し，処分等を命ずることができるにと

どまるものとされていたものである。

この点，被申請人は，昭和４０年以降，事業者からは，産業廃

棄物の収集をしておらず，生ごみ・紙ごみ等のみを収集しており，

そのことは，事業年報等の統計資料（乙ロ第４３号証ないし第８

９号証）から明らかであると主張する。

なるほど，これらの統計資料によれば，⑴事業所から排出され

る廃棄物は，①会社や工場から排出される大口扱いごみ（いわゆ

る大口ごみ）と，②それ以外の産業廃棄物とに区別され，廃棄物

の処理及び清掃に関する法律が施行された昭和４６年以降，②の

産業廃棄物の総量は，年単位で４００ないし８００万ｔ程度で推



－72－

移しており，①の大口ごみ（昭和４６年より前の時期を含む。）

の約２００倍もの莫大な量に達すること，⑵廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行前後で，川崎市内の事業所総数にさほどの変

化はないこと（乙ロ第８９号証）からすると，事業所から排出さ

れる産業廃棄物の量も，同法の施行の前後で大きく変わることは

ないことが認められ，以上の⑴，⑵の事実からすると，被申請人

も指摘するとおり，昭和４０年代前半当時，被申請人において，

②の，現在でいう産業廃棄物について，そのすべてを収集・処分

していたものではなく，相当部分を業者の自己処理に委ねていた

ものと推認することができる。

しかしながら，そのことをもって，被申請人が，廃棄物の分別

を徹底し，紙や生ごみ等に限って，事業者から①の大口扱いごみ

ないし一般扱いごみとして収集していたことまでを推認すること

はできない。

かえって，前記認定のとおり，昭和４０年代前半当時の清掃法

下での清掃事業の制度の枠組みとしては，市町村に，産業廃棄物

を含む汚物の収集・処分の責務があり，排出事業者に汚物の自己

処理をさせることができるのは，ごく例外的な場合に限られてお

り，しかも，それは行政処分として行われなければならなかった

ことに照らすと，排出事業者，ことに，中小企業者に，行政指導

として，産業廃棄物の自己処理についての任意の協力を求めるこ

とには限界があったものと推測される。

現に，昭和４５年９月１８日付け第３委員会議事録（甲第４２

号証の７枚目）には，Ｓ清掃局長の発言として，「私の見解では，

産業廃棄物は原則として生産者の責任だ。大企業については処分

してやる法上の責任も余裕もない。」があり，これに対して，Ｔ
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委員が「町の大工さんが家を建てかえて廃材で困る問題や中小零

細業者は現実には自分で処理しえない。これもことわってしまう

のか。」と質問したところ，Ｓ清掃局長は，「だめでないよう受

け入れろと指示している。私の方ではできるだけ受け入れるよう

努めているが，炉が故障続きで困ったことはある。」と回答して

いるのであって，少なくとも中小企業の事業活動に伴って生じた

産業廃棄物については，被申請人において，収集し，処分してい

たものと推認されるのである。

また，参考人Ｈ２も，昭和４０年代前半当時，行政のごみ収集

場に，現在でいう産業廃棄物を捨てた場合，それを捨ててはなら

ないという規則はなく，原則として行政としては持って行かざる

を得ないことを認めている（参考人Ｈ２・第１６２ないし第１７

５項）。

以上のとおり，昭和４０年代前半当時の清掃法下では，市町村

に，事業者からの産業廃棄物を含む汚物の収集・処分の責務があ

り，被申請人において，そのすべてを収集・処分していたもので

はないとしても，一定量の産業廃棄物については，大口扱いごみ

ないし一般扱いごみとして収集・処分していたものと認められ，

その認定を左右する証拠はない（乙ロ第３１号証の清掃事業概要

に産業廃棄物の収集・処理状況の記載がないことは，何ら上記認

定を妨げるものではない。）。

（ｂ） 中原清掃事務所管内において収集していたごみの内容

次に，昭和４０年代前半当時，被申請人において，一定量の産

業廃棄物を収集・処分していたとして，そのごみの内容について

検討を加える。

ⅰ 管内事業所から排出されるごみ



－74－

（ⅰ） 中原清掃事務所の所管区域

被申請人は，中原清掃事務所を設置し，その所管区域から

排出されたごみの収集をしていた。被申請人において区制が

実施された昭和４７年４月１日より前の中原清掃事務所の所

管区域は，前記ａ（ａ）のとおり，現在の中原区に相当する

区域である。

（ⅱ） 本件土地２から出土した電子部品等のごみ

本件土地２から，以下の電子部品ないしその製造メーカー

を記したごみが出土している。「従業員募○○―カーＶ１株

○等」と記載された紙切れ及び「Ｖ２」と記載されたコンデ

ンサが発見されている（甲第４６号証・４ないし６頁，６２

頁（写真番号９４）。「○」は判読できない文字）。Ｖ１株

式会社は，川崎市高津区□□□に工場があり，現在は，Ｖ２

株式会社と社名変更している（甲第４６号証・４頁）。また，

「Ｗ工業所」と記載されたビニール製封筒が発見されており，

Ｗ工業所は，川崎市幸区□□□□△の△△番地にある会社で

あって，現在は，株式会社Ｗと社名変更している（甲第４６

号証・４頁）。そして，Ｘ株式会社が製造した無水クロム酸

（六価クロム）の一斗缶が出土している。Ｘ株式会社の所在

地は，東京都江東区□□△－△△－△である（甲第５６号

証）。さらに，発見されたトリクロロエチレン缶には，Ｋ２

株式会社（平成６年にＫ１株式会社と社名を変更）の記載が

あり，同社は，昭和４５年当時，東京都港区□□□△丁目△

△番△号に所在していたが，その工場・事業所は，川崎市内

には存在していない（甲第５９号証，乙ロ第１７号証）。

（ⅲ） 昭和４０年代前半当時，中原地区内において，トリクロ
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ロエチレン等を使用していた事業所の調査結果（甲第５５号

証，第８３号証）

甲第５５号証は，昭和４４年版中原地区明細地図（甲第５

４号証）を基礎に中原地区の町名を抽出し，その各町名に昭

和４４年に存在するトリクロロエチレンを使用する事業所を

調査し，使用用途により業種別一覧表を作成したものである

（使用使途について，甲第８０号証ないし第８２号証，第８

４号証ないし第８７号証）。また，甲第８３号証は，上記と

同様，昭和４４年版中原地区明細地図（甲第５４号証）を基

礎に中原地区の町名を抽出し，その各町内に昭和４２年，昭

和４４年，昭和４５年に存在する事業所（テトラクロロエチ

レン，トリクロロエチレン等の塩素系溶剤を使用する事業所。

使用使途について，甲第８０号証ないし第８２号証，第８４

号証ないし第８７号証）を調査し，使用用途により業種別一

覧表を作成したものである。

しかし，前記(ⅰ)のとおり，中原清掃事務所の所管区域は，

現在の中原区を前提とすべきであるから，甲第５４号証の中

原地区町名のうち，現在の中原区に属しない，明津町，有馬

町，小倉町，蟹ケ谷町，鹿島田町，北加瀬町，子母口町，千

年町，千年新町，野川町，久末町，南加瀬町，矢上町，梶ケ

谷町，北見方町，坂戸町，新作町，下野毛町，末長町，久本

町，馬絹町，中尾町，長尾町，下作延町，久地町，小向町

（これらの町が現在の中原区に属しないことは顕著な事実で

ある。）が甲第５５号証及び甲第８３号証の事業所所在地の

町名にあれば，これらを除外した事業所について検討すべき

ことになる。
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（ⅳ） 昭和４０年代前半当時，中原区内において，トリクロロ

エチレン等を使用していた事業所数

昭和４４年当時，中原区内には，トリクロロエチレンを使

用する（ただし，クリーニング業を除く。）電気器具製造業，

印刷・同関連産業，プラスチック製品製造業，金属製品製造

業，繊維工業，化学工業，一般機械器具製造業，精密機械器

具製造業，ゴム製品製造業，塗装工事業，クリーニング業の

事業所が，個人事業所を含め，１００７か所存在していた

（甲第５５号証の全事業所１５４９から中原区外の事業所５

４２を引いた数）。

同様に，昭和４２年，昭和４４年，昭和４５年当時，中原

区には，テトラクロロエチレン，トリクロロエチレン等の塩

素系溶剤を使用する，電気器具製造業，印刷・同関連産業，

プラスチック製品製造業，金属製品製造業，繊維工業，化学

工業，一般機械器具製造業，精密機械器具製造業，ゴム製品

製造業，塗装工事業，クリーニング業の事業所が，個人事業

所を含め，１２２６か所存在していた（甲第８３号証の全事

業所１９６６から中原区外の事業所７４０を引いた数）。

（ⅴ） 昭和４０年代前半当時の中原区内における電気器具製造

業の事業所数

電気器具製造業では，電子部品・プリント基板（電子部品

・プリント基板には，はんだが使用され，はんだには，鉛が

含まれている。）を製造し，その脱脂洗浄には，トリクロロ

エチレンや砒素が使用されていた（甲第５５号証，第５８号

証，第１２８号証，第１３６号証）。昭和４４年当時，中原

区内には，電気器具製造業の事業所が２２２か所存在した
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（甲第５５号証・業種別一覧表・通し番号１ないし３４４。

この３４４の事業所から中原区外の事業所１２２を引いた

数）。

同様に，昭和４２年，昭和４４年，昭和４５年当時，中原

区内には，塩素系溶剤を使用する，電気器具製造業の事業所

が２６９か所存在していた（甲第８３号証・業種別一覧表・

通し番号１ないし３４４－１０１の電気器具製造業の事業所

４４５から中原区外の事業所１７６を引いた数）。

（ⅵ） 昭和４０年代前半当時の中原区内におけるメッキ業の事

業所数

金属製品製造業では，製造の過程で，メッキ処理が行われ，

金属表面の脱脂洗浄には，無水クロム酸（六価クロム）が使

用され（甲第５８号証，第１２８号証），昭和４４年当時，

中原区内には，メッキ業の事業所が２０か所存在した（甲第

５５号証・業種別一覧表・通し番号６８０ないし７０３。こ

の２４の事業所から中原区外の事業所４を引いた数。なお，

昭和４２年，昭和４４年，昭和４５年当時，中原区内のメッ

キ業の事業所は２２である（甲第８３号証・業種別一覧表・

通し番号６８０ないし７０３及び８２０－２８ないし８２０

－３３のメッキ業の事業所３０から中原区外の事業所８を引

いた数）。

（ⅶ） 昭和４０年代前半当時の中原区内におけるクリーニング

業の事業所数等

クリーニング業では，クリーニング用洗剤として，テトラ

クロロエチレン，ターペンなどが使用されていた（甲第９２

号証，第１３２号証）。
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なお，申請人は，昭和４０年代前半当時，ドライクリーニ

ング業界において，トリクロロエチレンが使用されていたと

指摘するのであるが，これを認めるに足りる証拠はなく，か

えって，甲第９２号証では，昭和３０年代以降のドライクリ

ーニングの溶剤としては，テトラクロロエチレン（バークレ

ン）が使用され，トリクロロエチレンは使用されていなかっ

た事実が認められる。

昭和４４年当時，中原区内には，クリーニング店が１１５

か所存在した（甲第５５号証・業種別一覧表・通し番号１３

６９ないし１５４９。この１８１の事業所から中原区外の事

業所６６を引いた数）。

同様に，昭和４２年，昭和４４年，昭和４５年当時，中原

区内には，塩素系溶剤を使用する，クリーニング業の事業所

が１３１か所存在していた（甲第８３号証・業種別一覧表・

通し番号１３６９ないし１５４９－２７のクリーニング業の

事業所２０８から中原区外の事業所７７を引いた数）。

（ⅷ） 前記（ⅱ）の製造メーカーで製造された電子部品等のご

みが，中原区内の事業所から排出された蓋然性

前記（ⅱ）の製造メーカーで製造された電子部品や一斗缶

は，事業所に納品され，その事業者からごみとして排出され

ていたと推認される。ところで，その製造メーカーの所在地，

中原区内の事業所数の多さからすると，前記の製造メーカー

の製品は，中原区内の事業所にも相当数納品されていたもの

と推認することができ，これらの事業所から，その製造メー

カーの製品がごみとして排出された蓋然性は高いというべき

である。
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ⅱ 昭和４０年代前半当時，被申請人が収集・処分していた耐久

消費財の内容

昭和４０年代前半当時，被申請人が収集・処分していた耐久

消費財とは，被申請人の清掃局作成の事業概要によると，テレ

ビ，ラジオなどの家庭用電気製品，家具調度品，畳などである

とされている（乙ロ第３１号証・２１頁及び３８頁）。そして，

耐久消費財の組成をみると，「不燃性」「陶器その他」が含ま

れており，また，被申請人における定期的なごみの組成試験で

は，「ガラス・陶器類」が１０．９％（昭和４５年度）を占め

ている（乙ロ第３１号証・３８及び３９頁，第３２号証）。

会社・工場等のごみは，コンテナ化し，特殊架装のごみ車に

よる収集ごみであるとされ，一般家庭から排出される耐久消費

財とは一応区別されているようであるが，会社・工場等のごみ

の内容については，上記事業概要にも具体的に言及されていな

い（乙ロ第３１号証・３８頁）。

ところで，当委員会は，第２回審問期日（平成１８年１月３

０日午後３時）において，被申請人に対し，申請人の平成１８

年１月１７日付け準備書面２の「第４ 被申請人川崎市に対す

る求釈明・２」（同準備書面２２頁）について明らかにするよ

う釈明を求め，さらに，第３回審問期日（平成１８年３月１日

午後２時）においても，被申請人に対し，上記事項（特に，昭

和４０年代半ばの事業者から排出される産業廃棄物が耐久消費

財から除外する形で処理されていたのか，また，当時の家庭，

商店，工場，店舗等からのごみ（特に耐久消費財）の収集・処

理の実態）について再度釈明を求めたが，被申請人は，上記事

項が申請人の主張や争点とどのように関連するのか明らかでは
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なく，防御の対象が不明であるなどと主張して（被申請人の平

成１８年５月８日付け準備書面４・２頁），この点を一切明ら

かにしなかった。そこで，当委員会は，第４回審問期日（平成

１８年５月１８日午後２時）において，上記事項についてのさ

らなる釈明を求めた結果，被申請人は，平成１８年６月２６日

付け準備書面５で，会社・工場から排出されるごみは，一般ご

みのみを収集していたと主張するに至ったが（同準備書面１０

頁），その裏付け資料については，清掃事業年報等の証拠を除

いて一切提出しない。Ａによるごみの投棄がなされていた昭和

４０年代前半当時の被申請人におけるごみの収集実態は，本件

土壌汚染の原因となったごみが被申請人の収集に係るものに由

来するのか否かという本件の因果関係を考える上での重要な前

提事実となるから，申請人の主張や本件の争点との関連性は明

らかである上，上記事実関係は，被申請人において，よりよく

明らかにし得る事項であり，かつ，立証の公平上，被申請人に

おいて，具体的に説明すべき事項である（被申請人は，かかる

資料を保有していないなどの主張をしていない。）。

そうすると，①前記（ａ）のとおり，被申請人は，昭和４０

年代前半当時，事業者から排出される，現在でいう産業廃棄物

を収集・処分していたこと，②前記新聞報道や川崎市議会定例

会において，耐久消費財という用語が厳密に定義された上で用

いられているとは考えにくいこと，そして，③上記のとおり，

当委員会の再三の釈明に対して，ごみとしての耐久消費財と産

業廃棄物との関係やその収集実態について，具体的資料を提出

しての説明をしない被申請人の手続追行態度をも斟酌すると，

新聞報道や川崎市議会定例会で指摘され，問題となった「耐久
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消費財」には，一般家庭ごみとしての家電製品，家具等の狭い

意味での耐久消費財（長期の使用に耐え得る消費財）に加えて，

会社・工場から排出される産業廃棄物としてのごみ（大口扱い

ごみ，あるいは，一般扱いごみ），ガラス，陶器類も含まれて

いたものと推認するのが相当である。

これに反するＨ２の陳述（乙ロ第９６号証・２頁）は，採用

することができない。

ⅲ 小括

上記によれば，①被申請人において区制が実施された昭和４

７年４月１日より前の中原清掃事務所の所管区域は，ほぼ現在

の中原区に相当する区域であること，②本件土地２から，電子

部品の製造メーカーであるＶ１株式会社，Ｗ工業所（いずれも

所在地は川崎市），無水クロム酸（六価クロム）の製造メーカ

ーであるＸ株式会社，トリクロロエチレンの製造メーカーであ

るＫ２株式会社（いずれも所在地は東京都）を示すごみが出土

していること，③昭和４４年当時，中原区内には，有機溶剤を

使用する事業所が１００７か所存在し，電気器具製造業では，

鉛，トリクロロエチレン，砒素が使用され，その事業所が２２

２か所存在し，金属製品製造業では，無水クロム酸（六価クロ

ム）が使用され，その事業所が２０か所存在し，クリーニング

業では，テトラクロロエチレン，ターペンなどが使用され，そ

の店舗が１１５か所存在したこと，④前記の製造メーカーで製

造された電子部品や一斗缶は，それを使用する事業所に納品さ

れ，その事業者からごみとして排出されていたと考えられると

ころ，前記の製造メーカーの製品は，中原区内の事業所にも相

当数納品されていたものと推認することができるから，これら
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の事業所から，その製造メーカーの製品がごみとして排出され

た蓋然性は高いこと，⑤昭和４０年代前半当時，被申請人が収

集していた耐久消費財には，家庭用電化製品などの一般家庭ご

みのほか，会社・工場から排出されるごみ（大口扱いごみ，あ

るいは，一般扱いごみ）が含まれていたこと，以上の事実が認

められる。

上記認定に照らすと，昭和４０年代前半当時，被申請人の中

原清掃事務所において収集していた耐久消費財の中には，中原

区内の事業所から排出される，東京都や川崎市内の製造メーカ

ーが製造した電子部品や一斗缶などのごみも含まれていたと認

定するのが相当である。

被申請人は，中原区外に所在する製造メーカー（Ｖ１株式会

社，Ｗ工業所，Ｋ２株式会社）の製品は，それぞれの所在地を

所管する清掃事務所で収集・処理されていたはずであるから，

所管区域外の中原清掃事務所で収集されるものではないと指摘

する。しかしながら，上記各会社は，製造メーカーであるから，

自社の製品がごみとして排出されることがあるとすれば，通常，

納品先の事業所から排出されるとみるのが合理的であり，これ

らの製造メーカーが中原区からそれほど遠くない場所に所在し，

これらの製品を使用する事業所が中原区内に多数あったことか

らすると，上記認定のとおり，それらの製品が中原区内の事業

所に納品され，その事業所の事業活動を通じてごみとして排出

され，中原清掃事務所で収集・処理された可能性は高いといえ

るから，被申請人の上記指摘は理由がないといわざるを得ない。

（ｃ） 中原清掃事務所管内におけるごみ収集の実態

ⅰ 昭和４０年代前半当時における，産業廃棄物の処分状況につ
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いての調査結果（甲第６４号証）

申請人は，昭和４４年当時の中原地区におけるトリクロロエ

チレン使用の業種別一覧表（甲第５５号証）の中より，昭和４

４年当時の職業別電話帳と現行のタウンページの双方で名称が

確認できる事業者７０社をリストアップし，調査会社を通じて，

昭和４０年代前半当時における，現在でいう産業廃棄物の処分

状況についての聞き取り及び調査票の回収を内容とする調査を

実施した（甲第６４号証・２頁。いずれの調査対象者も，現在

の中原区内に住所を有する者である。）。

甲第６４号証の調査結果によれば，調査票が回収できた３０

社の事業者のうち，２０社から被申請人による廃棄物の回収が

あった旨の回答があり，また，調査票が回収できなかった事業

者の中からも聞き取り調査の結果，６事業者からは，昭和４０

年代前半当時，行政による廃棄物の回収があったとの回答が得

られたことが認められる。

さらに，昭和４０年代前半当時，石油系洗剤の残滓（ターペ

ンスラッジ）は，行政によってごみとして回収されていたと述

べる者は，７業者おり（甲第６４号証の通し番号１４３０，１

４３１，１４５１，１４７８，１４８５，１５１６，１５３

９），さらに，塩素系溶剤であるパークロルエチレン（テトラ

クロロエチレンのことである。甲第８７号証・１６６頁）の汚

泥は，行政によって回収されていたと述べる業者もいた（甲第

６４号証の通し番号１４９３）ことが認められる。テトラクロ

ロエチレンは，土壌汚染対策法の有害物質として指定を受けて

いる，揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の一種である。

この点，被申請人は，申請人の行ったアンケート調査の結果
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（甲第６４号証）は，清掃法当時に確立していなかった産業廃

棄物について質問事項に加えるなど不適切な質問項目に基づく

調査結果である上，被申請人の反面調査（乙ロ第３３号証）に

よれば，甲第６４号証の調査対象には，昭和４４年当時，従業

員等として業務に従事していたとは認められない者が少なから

ず含まれており，各回答は，自らの体験内容ではないことにな

り，信用性に乏しく，行政によるごみ収集についての裏付け証

拠も皆無で，信用性に乏しいと主張する。そして，被申請人の

上記反面調査の結果によると，調査票の回答と反対の事実ない

しはこれに沿わない事実が大半であるとも主張する。

確かに，甲第６４号証の依頼文書及び調査票をみると，「廃

棄物」「産業廃棄物」という用語が用いられており，これは，

廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって初めて創設された

概念であって，昭和４０年代前半当時の清掃法下の用語として

は，「汚物」と表記するのが正確であり，その依頼文書及び調

査票の文面に正確性を欠く点があったことは被申請人の指摘の

とおりである。しかしながら，甲第６４号証の調査は，訪問調

査であって，その際，訪問者は，同号証の「法規制の変遷」と

題する書面を交付又は提示して調査を行ったものと認められる

ところ（参考人Ｈ１・第２４０ないし第２４５項），その「法

規制の変遷」と題する書面には，昭和４３年ころから昭和４５

年ころまでの産業廃棄物の処理方法について尋ねるものである

こと，また，当時，適用される法律は清掃法であることなどが

明記されているから，回答者が廃棄物の処理及び清掃に関する

法律が施行された昭和４６年以降の処理方法を念頭に置いて質

問に回答したとは考え難いというべきである。
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また，回答者が，昭和４３年ないし昭和４５年当時の出来事

の直接の体験者ではなかった，あるいは，その当時，就学して

いたとの一事をもって，回答内容が信用性に欠けるとはいえな

い。さらに，行政によるごみ収集についての裏付け証拠は皆無

であるというが，ごみとして行政による回収がなされていたの

であれば，事業者としては記録にとどめておく必要がないこと

から，記憶に基づく回答となるのは当然のことであって，本来

あるべき資料が提出されていない場合とは異なるから，裏付け

資料の存否は，回答内容の信用性に影響しない。

むしろ，回答内容の信用性の有無及びその程度は，その調査

方法に各別不合理な点がない限り，その回答内容自体の合理性

に加えて，他の客観的証拠との対比において，合理性を有する

か否かによって判断するのが相当である。

ⅱ 被申請人の反面調査の結果（乙ロ第３３号証）と甲第６４号

証の調査の信用性

ところで，被申請人は，上記反面調査の結果から，甲第６４

号証の調査結果に反する事実が大半であり，同号証の調査結果

は信用できない旨主張しているので，上記の観点から，被申請

人の反面調査の結果（乙ロ第３３号証）を評価する必要がある。

そこで，検討するに，被申請人の行った反面調査の結果をみ

ても，ターペンスラッジやパークロルエチレン（テトラクロロ

エチレン）のスラッジを昭和４０年代前半当時，行政がごみと

して回収していたと回答している者は７業者存在するのであり

（乙ロ第３３号証・５２頁，５４頁，５８頁，６０頁，６２頁，

６６頁，６８頁），むしろ，スラッジをごみとして回収してい

たという回答の中核的部分においては，甲第６４号証の回答
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（同号証の通し番号１４３０，１４３１，１４５１，１４７８，

１４９３，１５３９）と一致している。被申請人の反面調査に

おいて，上記のスラッジ以外でも，現在でいう産業廃棄物を行

政のごみ収集に出していたと回答している者がおり，そのうち，

株式会社Ｙの代表者Ｈ７は，ベークライト（絶縁性の高いプラ

スチック樹脂）の残滓を一般ごみとして行政のごみ収集に出し

ていたと回答している。同人は，参考人としても，昭和４０年

代当時，一般の家庭ごみと同じ扱いでベークライトの残り（バ

リ）を行政のごみ収集に出していたとして同旨の供述をしてい

る（甲第６４号証・２０頁，通し番号４６１，甲第９４号証，

乙ロ第３３号証・３２頁，参考人Ｈ７・第１２ないし第１４項，

第６９ないし７１項）。また，同参考人は，昭和５０年代前半

に，返品を受けた大量のプラスチック製品を行政のごみ収集に

出し，川崎市の清掃局にお願いして持って行ってもらったこと

があるとも供述している（参考人Ｈ７・第１９ないし第２１

項）。これらの供述の信用性に疑いを挟む事情は特に見当たら

ないから，少なくとも，昭和４０年代ないし昭和５０年代当時

の川崎市のごみ収集の実態は，上記のとおりであったと認めら

れる。

このように，甲第６４号証の回答と乙ロ第３３号証の回答と

が中核部分において一致している事実は，かえって，甲第６４

号証の回答の信用性を補強しているといえるのである。

また，日本で初めてドライクリーニングを開発したのは，株

式会社Ｚ１であるが（甲第８１号証），申請人代理人において

同社のＺ２研究所で聴き取った結果（甲第９２号証）によれば，

昭和４０年代前半はドライクリーニングの溶剤としては，石油
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系溶剤が多く使用され，溶剤処理の後に出るスラッジは一般の

ごみとして行政のごみ収集に出していたことが認められる。す

なわち，上記回答者の回答（甲第６４号証）は，株式会社Ｚ１

からの聴き取り結果にも符合するものである。

ⅲ 甲第６４号証から認められる昭和４０年代前半当時のごみ収

集の実態

以上のとおり，甲第６４号証の調査結果は信用することがで

きるものであり，その調査結果によると，昭和４０年代前半当

時，被申請人において，ごみとして，ターペンスラッジやパー

クロルエチレン（テトラクロロエチレン）のスラッジを回収し

ていたものと認められる。

したがって，昭和４０年代前半当時，被申請人において，ク

リーニング業者から，クリーニングの結果，排出されるターペ

ンスラッジやトリクロロエチレン缶などをごみ（大口扱いごみ，

あるいは，一般扱いごみ）として回収していたものと認めるの

が相当である。

そして，ターペン等の名称で流通している石油系溶剤は，パ

ラフィン系炭化水素，ナフテン系炭化水素及び芳香族炭化水素

を成分とする混合物であって（甲第８０号証・３４８及び３４

９頁，乙ロ第９４号証の３），ベンゼンを含み得るものである

（甲第１３２号証）。

また，昭和４２年から昭和４５年ころのドライクリーニング

において，テトラクロロエチレン等の塩素系溶剤も使用されて

いたことが認められるところ（甲第８０号証ないし第８２号証，

第８６号証，第８７号証，第９２号証），被申請人において，

ごみとしてクリーニング業者からターペンスラッジを回収して



－88－

いたことからすると，ドライクリーニングを取り扱っているク

リーニング業者からは，当時，ドライクリーニングに使用して

いたテトラクロロエチレン等の缶を回収していたものと推認す

るのが相当であり，このことは，パークロルエチレン（テトラ

クロロエチレン）のスラッジを昭和４０年代前半当時，行政が

ごみとして回収していたと回答しているＨ８の回答（甲第６４

号証・３９頁，乙ロ第３３号証・６６頁）にも符合するもので

ある。

（ｄ） 認定

以上の事実によれば，①昭和４０年代前半当時の清掃法下では，

市町村に，事業者からの産業廃棄物を含む汚物の収集・処分の責

務があり，被申請人において，一定量の産業廃棄物については，

耐久消費財（大口扱いごみ，あるいは，一般扱いごみ。ガラス・

陶器類も含まれる。）として収集・処分していたこと，②上記当

時，被申請人の中原清掃事務所において収集していた耐久消費財

の中には，中原区内の事業所から排出される，東京都や川崎市内

にある製造メーカーが製造した電子部品や無水クロム酸（六価ク

ロム）の一斗缶などのごみも含まれていたこと，③上記当時，被

申請人において，中原区内のクリーニング業者から，テトラクロ

ロエチレンやターペンのスラッジ，トリクロロエチレンの一斗缶

などをごみとして収集していたことが認められる。

そして，前記ａ（基礎となる事実の認定）のとおり，④被申請

人は，中原地区から排出されるごみは中原清掃事務所で所管して

いたところ，昭和４４年４月ころから昭和４５年８月までの１年

半弱の間，中原清掃事務所管内で集めた耐久消費財の廃棄物の一

部（１日約３ｔ）をＦ所有土地付近に搬入していたこと，⑤被申
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請人が自認する限度でも，その耐久消費財は，合計１５４０ｔと

いう大量のものであったこと，⑥昭和４５年９月ころ，Ａが，被

申請人から持ち込まれた耐久消費財等を本件土地のグラウンド造

成地やＦ所有土地に埋め立て，また，同所を焼却場代わりに使用

していたなどとして，清掃法違反の疑いで検挙されたことが，地

元紙で報道され，その新聞報道を契機に，昭和４５年第４回・川

崎市議会定例会（昭和４５年９月１４日）において，市議会議員

から上記の点について，被申請人の清掃局長が追及を受け，その

市議会における発言の様子が地元紙で報道されていること，特に，

昭和４５年９月１２日付け読売新聞（京浜版）（甲第１２９号

証）によると，Ｒ川崎清掃局業務第一課長の話として，「テレビ

や冷蔵庫などの耐久消費財は，普通燃える外ワクをはずして，中

身は指定の金属商などに売却して処分しているが，今度の場合は，

原形のままで焼却灰に混ぜて埋めるよう指示していた。ただ，Ｂ

高校の了解をとらず，業者にまかせていたのはまずかった。」と

記載され，上記当時，川崎市の清掃局業務第一課長をしていたＲ

（この人物が実在することは，参考人Ｈ２も認めている。）が，

上記新聞の取材に応じ，耐久消費財をそのまま焼却灰に混ぜてＢ

高校に無断で業者に埋めるように指示していた事実を認めている

こと（前記ａ（ｂ）ⅰ（ⅵ)参照），⑦昭和４０年代前半当時の

本件土地２付近の標高については，本件土地２の西側は，Ｆ所有

土地とほぼ同様の高さであり，被申請人の清掃車両が本件土地２

の西側にごみを搬入し得る状況にあったこと，⑧上記当時，Ｈ３

やその他の付近住民も，被申請人の清掃車両がＦ所有土地及び本

件土地２の西側に入っていく様子を目撃していること，以上の事

実が認められる。
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そうすると，上記①ないし⑧の諸事実を総合すると，被申請人

は，昭和４０年代前半当時の清掃法下で，中原区内の事業所から

排出される，電子部品，無水クロム酸（六価クロム）の一斗缶，

ターペンスラッジ，トリクロロエチレン缶，ガラス・陶器類など

を大口扱いごみないし一般扱いごみ（これらは，すべて耐久消費

財に含まれる。）として収集・処分し，昭和４４年４月ころから

昭和４５年８月ころまでの１年半弱の間，中原清掃事務所管内で

集めた耐久消費財の廃棄物の一部（１日約３ｔ）を，Ｆ所有土地

のみならず，本件土地２の西側にも搬入し，Ａは，これを順次同

土地に埋め立てていたものと認定するのが相当である。

(ｶ) まとめ

以上の認定からすると，次のようにいうことができる。第１に，被

申請人は，昭和４３年１０月ころから昭和４５年９月ころにかけて，

堤根第一清掃作業場から本件土地２の西側に焼却灰を搬入し，Ａがこ

れを順次本件土地２に埋め立てた結果，焼却灰に多く含まれる鉛が土

壌に蓄積し，そのことによって，鉛による本件土壌汚染が引き起こさ

れたものと認めることができる。

第２に，被申請人は，昭和４４年４月ころから昭和４５年８月ころ

にかけて，中原清掃事務所管内から収集された耐久消費財（家庭用電

化製品，電子部品，ガラス・陶器類，無水クロム酸（六価クロム）・

トリクロロエチレンの一斗缶，ペンキ缶，廃プラスチック，テトラク

ロロエチレン・ターペンのスラッジなど）の一部を，本件土地２の西

側に搬入し，Ａがこれを順次本件土地２に埋め立てた結果，電子部品

に含まれる鉛，砒素，六価クロム，ガラス・陶器類などに由来するほ

う素，一斗缶に付着した六価クロム，トリクロロエチレン，ペンキ缶

に由来する1・2-ジクロロエタン，廃プラスチックに由来するシス-1・
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2-ジクロロエチレン（シス-1・2-ジクロロエチレンは，デハロ菌によ

る自然分解又は化学的分解の結果生じた，テトラクロロエチレン又は

トリクロロエチレンの分解生成物であるとも推測される。），スラッ

ジに含まれるテトラクロロエチレン，ベンゼンが土壌に蓄積（重金属

類）あるいは地下浸透（揮発性有機化合物（ＶＯＣ））によって地下

水を汚染し，そのことによって，重金属類及び揮発性有機化合物（Ｖ

ＯＣ）による本件土壌汚染が引き起こされたものと認めることができ

る。

なお，Ａが東京都や横浜市から持ち込まれたごみを本件土地２に受

け入れていたことは，前記(ｵ)ａ（ｂ）ⅰの各新聞記事が報道するとこ

ろであり，申請人もこれを否定はしていない。そして，ＡがＦ所有土

地に持ち込んだ耐久消費財の量と本件土地２に持ち込んだそれの量を

示す的確な証拠はない。しかしながら，ＡがＦ所有土地に持ち込んだ

耐久消費財の量と本件土地２に持ち込んだそれの量は，いずれも相当

量であったことは疑いないから（Ａが本件土地２付近に持ち込んだ耐

久消費財はトラック２０００台分という朝日新聞（京浜版）の新聞報

道（甲第２６号証）もあり，仮に１ｔトラックであったと仮定すると，

総量２０００ｔにも及び，他方で，被申請人が自認する耐久消費財の

搬入量は１５４０ｔであって，上記に匹敵する量である。），被申請

人が搬入した耐久消費財とＡが他地区から受け入れていたごみの双方

が合して本件土壌汚染が引き起こされたものと認められ，被申請人が

搬入した耐久消費財と本件土壌汚染との間の因果関係は何ら左右され

ないというべきである。

また，廃棄物のうち，ガラス類等は，Ａが埋め立てた物がある反面，

その後の本件土地の造成工事によって持ち込まれた物もあることが窺

われるが，上記ガラス類等がほう素による土壌汚染の原因であるとす
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れば，この双方が合して本件土壌汚染が引き起こされたものと認めら

れるから，上記と同様，被申請人が搬入した耐久消費財と本件土壌汚

染との間の因果関係は何ら左右されないというべきである。

さらに，本件土地２から検出されたふっ素による土壌汚染は，自然

由来と判定されるところ（前記ア(ｲ)ｃ参照），被申請人が搬入した耐

久消費財とこの自然的原因とが競合して，本件土壌汚染が引き起こさ

れたものと認められるから，上記と同様，被申請人川崎市が搬入した

耐久消費財と本件土壌汚染との間の因果関係は何ら左右されないとい

うべきである。

以上のとおり，被申請人による本件土地２への焼却灰・耐久消費財

搬入及びＡによるこれらの本件土地２への埋立てによって，本件土地

２における本件土壌汚染が引き起こされたものと認めるのが相当であ

る。

イ 被申請人の予見可能性・作為義務・結果回避義務違反（過失）

申請人は，平成１６年３月１日から同年６月１０日にかけて，本件土地

２について，土壌汚染対策法に準じて第二次土壌汚染調査を実施し，その

際，同法の基準値を超過した汚染を確認し，平成１６年６月１０日までに

すべての土壌汚染調査を終了して，同月１７日には，被申請人に対して，

汚染土壌等処理対策実施計画書を提出したこと，被申請人は，同年８月２

５日，これを正式に受理していることが認められるから（甲第２１号証），

被申請人において，遅くとも上記同年８月２５日の時点で，申請人の土壌

汚染対策工事費の支出（損害）の発生について，予見可能性があったもの

と認められる。

ところで，損害を引き起こすべき危険状態を招いた先行行為者は，重大

な結果を生ぜしめる蓋然性が高い場合には，条理上，その危険を除去すべ

き作為義務が課せられるものと解するのが相当である（最判昭６２．１．
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２２民集４１巻１号１７頁参照）。

平成１６年当時，既に土壌汚染対策法が施行されており，被申請人の代

表者である川崎市長は，同法に基づき，土地の土壌の特定有害物質による

汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認める場合には，当該土

地の区域をその土地が特定有害物質によって汚染されている区域として指

定する権限を有しており（同法５条），土壌の特定有害物質による汚染に

より，人の健康に係る被害が生じ，又は生ずるおそれがあるものとして政

令で定める基準に該当する指定区域内の土地があると認めるときは，当該

土地の所有者等に対してはもとより，その行為をした原因者に対しても，

汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずる権限を有している（同法７条。

以上の措置は，同法３７条，土壌汚染対策法施行令１０条で川崎市長が行

うことになる。）。とりわけ，土壌汚染対策法７条３項（４条２項を準

用）は，「都道府県知事は，過失がなくて当該汚染の除去等の措置を命ず

べき者を確知することができず，かつ，これを放置することが著しく公益

に反すると認められるときは，その者の負担において，当該汚染の除去等

の措置を自ら行うことができる。」としており，この規定がたとえ都道府

県知事（政令市の場合，市長。以下同じ。）が自ら当該汚染の除去等の措

置を行うものではなく，あくまでも，土地所有者等の負担において行うも

のであったとしても，土壌汚染を放置することが著しく公益に反すると認

められるときは，都道府県知事において，当該汚染の除去等の措置を採り

得るのであるから，このような規定の存在及び本件土地２に揮発性有機化

合物（ＶＯＣ）や重金属類による高濃度の汚染が発生し，「人の健康」及

び「生活環境」に係る公害が発生していること（前記１（２），２（３）

ア(ｱ)ｈ参照）をも考慮すると，被申請人は，自らが土壌汚染の原因者で

あった場合には，第三者が所有者や原因者であった場合と比較して，一層

強い理由により，自己の先行行為（汚物の搬入・Ａを通じての埋立行為）
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に基づき，条理上，遅くとも平成１６年８月２５日の時点では，本件土壌

汚染を除去すべき義務が生じているものと解するのが相当である。

そして，被申請人は，清掃業務をＡに委託していたという関係にあった

だけでなく，Ａが現にごみの埋立てをしていた現場にごみを搬入し，また，

Ａが東京都，横浜市などから古いテレビなどのごみを運ぶトラックを呼び

寄せて焼却，埋め立てをしていたのに，管理不十分のままこれらを放置し，

そのことで，付近住民から度々苦情を受けた挙げ句，清掃法違反で摘発さ

れる事態となり，上記Ａの行為につき，川崎市議会定例会において追及を

受けていたというのであるから，被申請人が搬入した焼却灰及び耐久消費

財による土壌汚染のみならず，Ａが他所より持ち込んだごみによる土壌汚

染についても，被申請人は，被申請人のごみの搬入行為とＡによる埋立て

に関連する自己の先行行為（Ａが他所からのごみを本件土地２に埋め立て

ていた事実を被申請人が知りながらそれを適切に処置しなかったこと）に

基づく義務として（前掲最判昭６２．１．２２参照），Ａが他所より持ち

込んだごみによる土壌汚染部分を含めて，本件土壌汚染を除去すべき義務

を負担するものと解すべきである。

不作為による過失は，作為義務違反の事実を知り得べきであるのに，こ

れを知らなかったという主観的な心理状態ではなく，予見可能性を前提と

する，結果回避のための行為義務違反という外部的な客観的行為をいうも

のと解すべきであるから，以上の作為義務は，同時に，過失の要素である

結果回避義務を構成するものと解すべきである。すなわち，遅くとも平成

１６年８月２５日の時点では，申請人に土壌汚染対策工事に係る費用支出

等の多額の財産的損害を与える蓋然性は極めて高く，その反面，被申請人

において，自ら土壌汚染対策工事をすることが困難であったことを認める

に足りる証拠はないから，上記時点では，被申請人には，申請人に対し，

本件土壌汚染を除去すべき結果回避義務があったというべきである。そし
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て，被申請人は，この作為義務・結果回避義務に違反していたことは明ら

かである。

⑷ 違法性について

国家賠償法１条１項は，国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が

個別に国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を

加えたときに，国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定する

ものである。平成１６年８月２５日の時点では，既に土壌汚染対策法が施行

され，被申請人の代表者川崎市長は，土壌汚染対策法５条に基づく特定有害

物質による汚染区域の指定や，同法７条の措置命令を発する権限を有してお

り（同法３７条，土壌汚染対策法施行令１０条），とりわけ同法７条３項が，

土地所有者等の負担においてではあるが，土壌汚染を放置することが著しく

公益に反すると認められるときは，川崎市長は，当該汚染の除去等の措置を

採り得ることを規定していることを考慮すると，一定の要件の下で，これら

の措置は，被申請人の代表者川崎市長の職務上の法的義務になるものと解さ

れる。上記⑶イのとおり，被申請人は，その収集・搬入した焼却灰及び耐久

消費財をＡをして本件土地２に埋め立てさせたことに基づき，申請人に対し

て，本件土地２の本件土壌汚染を除去すべき法的義務を負っていたのである

から，これは，同時に，被申請人を統轄し，代表する川崎市長の職務上の法

的義務であると評価することができる。

したがって，被申請人川崎市長が本件土壌汚染の除去義務に違背する行為

は，国家賠償法１条１項の適用上，違法になるものと解すべきである。

⑸ 損害・因果関係について

本件土壌汚染対策工事の各工事費の支出・負担が損害と認められるか，ま

た，その金額について検討する。

ア 別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工事）及び同一覧②（モ

ニタリング工事・実施設計及びコンサルティング・既設建物撤去工事）の
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費用支出・債務負担について

証拠（甲第１９号証，第２１号証，第２５号証，第１１５号証の１・２，

第１２１号証，第１２２号証）によれば，別紙土壌汚染対策工事費一覧①

（土壌汚染対策工事）及び②（モニタリング工事・実施設計及びコンサル

ティング・既設建物撤去工事）の各工事が行われたことが認められる。

この点，被申請人は，平成１６年８月２５日付けの汚染土壌等処理対策

実施計画書（甲第２１号証）と，申請人が平成１８年６月２９日付けで，

被申請人に提出した汚染土壌等処理対策実施報告書（乙ロ第９９号証）に

記載された工事内容とは必ずしも一致しておらず，上記実施計画書のとお

り，実際の工事が行われたものではないと主張する。

しかし，①「埋土部」については，対策範囲は縮小しているが，対策土

量については被申請人の指導立会い及び現地検査により甲第２１号証の土

量である４万７０００㎥と変更がないことが確認されたこと，②「地山

部」については，甲第２１号証では，掘削除去を予定していたが，乙ロ第

９９号証のとおり，ＨＲＣ工法（自然状態で極めて緩やかに分解していく

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）に対して，その分解を，水素を供与して促進

させる工法）を採用し，さらに，自然由来のふっ素による土壌汚染につい

ても同時に処理することが望ましいことから（甲第１９号証・４７１頁，

第１２０号証・２枚目），将来，汚染土壌の搬出が余儀なくされる可能性

がある自然由来のふっ素による汚染土壌についても，対策工事内で処理す

ることとしたところ，その工事内容の変更にもかかわらず，工事金額の変

更はせずに工期のみを変更したにすぎなかったこと（甲第７５号証），が

それぞれ明らかである。さらに，これらの工事範囲や工法の変更は，被申

請人も承知していたのである（参考人Ｈ１・第２４６ないし第２５１項）。

したがって，別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工事）及び

②（モニタリング工事・実施設計及びコンサルティング・既設建物撤去工
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事）の各工事が行われ，その各工事金額に変更がないことが認められる。

イ 別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工事）について

(ｱ) 条件関係・相当因果関係について

ａ 条件関係について

まず，被申請人が，前記⑶の作為義務・結果回避義務を尽くして，

本件土地２の本件土壌汚染を除去していたならば，申請人による上記

費用の支出・負担を回避できた関係（条件関係）があったといえるか

否かについて検討するに，別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染

対策工事）の各工事の契約締結日・支払日は上記作為義務・結果回避

義務が発生したとされる平成１６年８月２５日以降であるから（甲第

７５号証，第７６号証），上記条件関係が存することは明らかである。

ｂ 埋土部・地山部対策工事，地下水部対策工事，既存基礎杭撤去工事

及び整地工事の必要性・相当性（その費用支出との相当因果関係）に

ついて

次に，別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工事）に記載

された各工事の必要性・相当性（相当因果関係の存否）について検討

するに，前記認定の本件土壌汚染の程度（前記⑶ア(ｱ)ｈ参照）に照

らすと，有害物質の濃度は，土壌汚染対策法の汚染地区の指定要件を

満たす程度に達しており，トリクロロエチレン，シス-1・2-ジクロロ

エチレンについては，措置命令の対象となり得る程度のレベルであっ

たと認められる。したがって，土壌汚染対策法に準拠して，埋土部・

地山部対策工事，地下水部対策工事を行う必要性・相当性は十分に認

められる。そして，既存基礎杭撤去工事も，良質土による埋戻しに障

害となる杭を除去することに基づく費用であり，土壌汚染対策工事の

不可欠の一環をなす不可欠な工事であって，その必要性・相当性が認

められる。さらに，整地工事は，埋戻土として特定有害物質による土
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壌汚染のない土を５０００㎥ごとに確認した上，搬入するための工事

であり（甲第２１号証・３８頁），汚染土壌の除去に伴う必然的な措

置であって，その必要性・相当性が認められる。

ｃ 舗装工事及び規制法関係工事の必要性・相当性（その費用支出との

相当因果関係）について

申請人は，本件土壌汚染がない本件土地１を含めた造成工事費，周

辺道路の補修費（別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工

事）の舗装工事費及び規制法関係工事費）については，造成工事を所

管する川崎市開発指導課及び道路を所管する川崎市宮前区建設センタ

ーとの協議において，「宅地造成に関する工事の許可通知書」（甲第

１２１号証）及び「土砂等運搬協議回答書」（甲第１２２号証）の中

で指導されたものであり，その原因は土壌汚染対策工事にほかならな

いから，これらも，本件土壌汚染に起因する損害というべきであると

主張する。しかし，本件土壌汚染の認められない本件土地１の造成工

事や周辺道路の補修費は，本件土壌汚染との関連性が薄い工事である

ことは否定することができず，たとえ，被申請人の行政指導に基づい

てなされた工事であったとしても，土壌汚染対策工事としての必要性

・相当性を認めることは困難である。

ｄ 小括

別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工事）のうち，埋土

部・地山部対策工事，地下水部対策工事，既存基礎杭撤去工事及び整

地工事については，その費用支出と被申請人の不作為との条件関係・

相当因果関係が認められるが，その余の工事（舗装工事・規制法関係

工事）については，その費用支出と被申請人の不作為との相当因果関

係は認められない。

ｅ 被申請人の主張の検討
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被申請人は，本件土壌汚染の認められる範囲については，揮発性有

機化合物（ＶＯＣ）が第２溶出量基準を超過した地下水汚染が認めら

れる区画を除き，廃棄物混入土層のすべての除去（汚染土壌の掘削除

去又は原位置浄化）の必要はなかったから，本件土壌汚染対策工事は

土壌汚染対策法７条１項の措置命令の範囲を超える工事であって，そ

の必要性を欠くものであったと主張する。

しかしながら，本件裁定申請の対象は，国家賠償法１条１項に基づ

く損害賠償請求であって，土壌汚染対策法８条１項に基づく費用請求

ではないから，本件土壌汚染対策工事が措置命令の要件を完全に充足

している必要はなく，その要件の主要部分が満たされていることを一

応の目安として，本件の具体的事情を考慮して，相当な工事費用（損

害）の範囲を画するべきである。

本件では，上記のとおり，本件土壌汚染のうち，揮発性有機化合物

（ＶＯＣ）については，措置命令の発動をなし得る汚染レベルに達し

ており，措置命令発動の主要な要件を充足している上，その工事の範

囲・工法等については，被申請人の環境局公害部環境対策課の指導を

仰ぎつつなされているから（甲第９６号証・３頁，参考人Ｈ１・第２

４６ないし第２５１項），このような本件の具体的事情を考慮すると，

廃棄物混入土層のすべての除去を行う本件土壌汚染対策工事にその必

要性・相当性があったことは明らかである。

したがって，被申請人の上記主張は，理由がない。

(ｲ) 埋土部・地山部対策工事費における寄与度による減額について

ａ 埋土部・地山部対策工事費の損害額

まず，埋土部・地山部対策工事費の損害額を算定する。

埋土部・地山部対策工事に係る工事費並びに消費税及び地方消費

税欄の各未払欄記載の金額（合計２億２０１５万５０００円）につ
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いては，未払であるが，その支払が確実であり，現在の損害と把握

し得ることについては，既に前記１⑶で判断したとおりである。そ

こで，その金銭評価額について，検討を加えると，審問終結日（平

成２０年１月２３日）現在の未払代金等２億２０１５万５０００円

相当の損害の金銭評価としては，平成２０年１月２３日から同年３

月３１日（支払期日）までの６９日間の，民事法定利率年５分の割

合による中間利息を差し引いて計算するのが相当である。そうする

と，未払代金等２億２０１５万５０００円相当の損害は，下記のと

おり，２億１８０７万９７６８円と評価するのが相当である。

記

計算式：220,155,000×（１－0．05×69÷366）≒218,079,768

これに，既払の２１億３３００万円を加えると，２３億５１０７

万９７６８円となる。

ｂ 埋土部・地山部対策工事費と寄与度による減額

本件では，後に造成工事を行った業者が投棄したガラス類等に起

因するほう素及び自然由来のふっ素に係る土壌汚染並びに別添図１

のＣ６の部分から検出された六価クロムに係る土壌汚染（表層部分

（深度０．４ｍ）から検出されている。甲第１９号証・８３頁）は，

被申請人が関与して発生させたものとは認められないが，被申請人

が先行行為によって生じさせた土壌汚染と渾然一体として存在する

ものであり，これを分離して埋土部・地山部対策工事を実施するこ

とは不可能であるから，その除去も含めた工事全体が，被申請人の

不作為と相当因果関係があると評価すべきである。しかしながら，

これらの被申請人が関与しないで生じた損害部分については，公平

な損害の分担という観点から，他原因の関与の程度を斟酌して，損

害額を評価するのが相当である。
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そこで検討するに，本件の他原因に由来するほう素及びふっ素並

びに六価クロムに係る土壌汚染部分は，ふっ素の汚染範囲（別添図

１の本件土地２南側の青色部分参照）及びガラス類等の建築廃材の

量などを考慮すると，他原因の寄与度を前記ａの２３億５１０７万

９７６８円の１割と評価すべきである。

そうすると，他原因の寄与度を考慮した，埋土部・地山部対策工

事費に係る損害額は，２１億１５９７万１７９１円となる。

計算式：2,351,079,768×0．9≒2,115,971,791

(ｳ) 地下水部対策工事，既存基礎杭撤去工事及び整地工事に係る損害の

金銭評価について

別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工事）のうち，地下

水部対策工事，既存基礎杭撤去工事及び整地工事に係る工事費の既払

い分の合計は１１億３８７０万円，未払分の合計は２億８３４２万円

である。このうち，未払分については，その支払が確実であり，現在

の損害と把握し得ることについては，既に前記１⑶で判断したとおり

であるところ，これを平成２０年１月２３日（審問終結日）から同年

３月３１日（支払期日）までの６９日間の，民事法定利率年５分の割

合による中間利息を差し引いて計算すると，未払分の合計２億８３４

２万円は，下記のとおり，２億８０７４万８４１８円と評価するのが

相当である。

記

計算式：283,420,000×（１－0．05×69÷366）≒280,748,418

したがって，地下水部対策工事，既存基礎杭撤去工事及び整地工事

に係る損害の損害額は，１４億１９４４万８４１８円となる。

(ｴ) 損害額について

以上のとおり，別紙土壌汚染対策工事費一覧①（土壌汚染対策工
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事）の工事に係る損害額は，合計３５億３５４２万０２０９円となる。

ウ 別紙土壌汚染対策工事費一覧②（モニタリング工事・実施設計及びコン

サルティング・既設建物撤去工事）について

(ｱ) 条件関係について

別紙土壌汚染対策工事費一覧②（コンサルティング費の内金１０７８

万３５００円を除く。）については，支払期日がいずれも，被申請人に

本件土壌汚染の除去義務の発生した，平成１６年８月２５日以降である

同年９月末日以降であるから（甲第７６号証ないし第７９号証），当該

義務の履行がなされていれば，必要のなかった支出であるといえ，被申

請人の作為義務違反・結果回避義務違反と，損害との間に因果関係（条

件関係）が認められる。そして，別紙土壌汚染対策工事費一覧②のうち，

コンサルティング費の内金１０７８万３５００円については，その支出

日が平成１６年３月３１日（甲第３１号証，第７７号証）であり，被申

請人に作為義務が生ずる前の費用支出ではあるが，その費用は，一連の

土壌汚染対策工事の不可欠の一部をなす費用であり，被申請人において，

作為義務の履行がなされていれば，上記と同様，本来必要のなかった費

用支出であることに何ら変わりはないから，損害の公平な分担の見地か

ら，本件土壌汚染対策工事を全体的に考察し，被申請人の作為義務違反

・結果回避義務違反と，損害との間に因果関係（条件関係）を肯定する

のが相当である。

(ｲ) 相当因果関係について

別紙土壌汚染対策工事費一覧②（モニタリング工事・実施設計及びコ

ンサルティング・既設建物撤去工事）は，以下のとおり，いずれも土壌

汚染対策工事に不可欠な工事ということができる（なお，帯水層の地下

水汚染が井戸削孔等による人為的原因によるものであると認められない

ことは，前記⑶ア(ｲ)ｂのとおりである。）。
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別紙土壌汚染対策工事費一覧②（モニタリング工事・実施設計及びコ

ンサルティング・既設建物撤去工事）のうち，まず，モニタリング工事

については，本件では，自主的に本件土壌汚染に係る汚染土壌の除去工

事がなされているものの，当該工事の効果を確認する必要があり，また，

前記⑶ア(ｱ)ｈ（ｃ）のとおり，平成１７年時点で，本件土地の周辺お

おむね１㎞の範囲に，複数の生活用水用井戸が存在していたことから

（被申請人は，平成１７年３月時点において，飲用井戸水の実態がなく

なっていたので，モニタリング工事の必要性はなかったと主張するが，

そのような事実を裏付けるに足りる証拠はない。），土壌汚染対策法施

行規則が定めるモニタリング（同規則２８条，別表５の２「土壌汚染の

除去」１のハ）に準じたモニタリング工事の実施が必要であったと認め

られる（甲第１１６号証の１・２）。次に，実施設計及びコンサルティ

ング費については，本件のような大規模な土壌汚染事案では，専門業者

によるコンサルティング・実施設計が必要であることは容易に認められ

る。さらに，既設建物撤去工事費については，本件土壌汚染のため，転

売先の買主三社において，マンション建築を断念し，建築途中の既設建

物を除去せざるを得なくなったことによる費用であり，その工事は必要

性が認められるものである。

(ｳ) 損害額について

以上のとおり，被申請人の不作為と条件関係・相当因果関係の認めら

れる損害額は，別紙土壌汚染対策工事費一覧②（モニタリング工事・実

施設計及びコンサルティング・既設建物撤去工事）小計②の合計欄のと

おり，６億９８７３万８２５０円となる。

エ 別紙土壌汚染対策工事費一覧③（土壌工事）について

(ｱ) 費用支出について

証拠（甲第１０４号証ないし第１１１号証）によれば，別紙土壌汚染
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対策工事費一覧③（土壌工事）の小計③の合計欄のとおり，申請人は，

買主三社に対し，本件土壌汚染対策の費用として，５億７４２８万円を

支払ったことが認められる。

(ｲ) 条件関係について

別紙土壌汚染対策工事費一覧③（土壌工事）の費用支出日が平成１６

年２月２７日（甲第１０８号証ないし第１１０号証）であって，被申請

人に作為義務が生ずる前の費用支出ではあるが，その費用は，一連の土

壌汚染対策工事の不可欠の一部をなす費用であり（甲第１０４号証ない

し第１０７号証），被申請人において，作為義務の履行がなされていれ

ば，上記と同様，本来必要のなかった費用支出であることに何ら変わり

はないから，損害の公平な分担の見地から，本件土壌汚染対策工事を全

体的に考察し，被申請人の作為義務違反・結果回避義務違反と，損害と

の間に因果関係（条件関係）を肯定するのが相当である。

(ｳ) 相当因果関係について

別紙土壌汚染対策工事費一覧③（土壌工事）の費用は，本件土地の転

売先の買主三社が行った第一次調査の費用であるが，申請人は，買主三

社から民法５７０条，５６６条等に基づき損害賠償の請求を受けたため，

平成１６年２月２７日，上記費用の支払をしたもので，この支払った費

用についても，本件土地２の本件土壌汚染と相当因果関係のある損害と

評価されるべきである。

(ｴ) 損害額について

被申請人の不作為と条件関係・相当因果関係の認められる損害額は，

別紙土壌汚染対策工事費一覧③（土壌工事）小計③の合計欄のとおり，

５億７４２８万円となる。

オ まとめ

以上のとおり，申請人は，別紙土壌汚染対策工事費一覧①ないし③の損
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害のうち，４８億０８４３万８４５９円の限度の損害を被ったものと認め

られ，それは，被申請人の作為義務違反・結果回避義務違反と条件関係・

相当因果関係の及ぶ損害であると認められる。

⑹ ２０年の除斥期間経過(抗弁）について

本件では，加害行為として，被申請人の不作為が主張されているところ，

不作為不法行為についての民法７２４条後段の２０年（除斥期間）の起算点

である「不法行為の時」がいつの時点であるのかが問題となる。不作為不法

行為の場合，作為義務違反による不作為が継続する限り，不法行為は継続し

ているといえるから，「不法行為の時」とは，その最終の不法行為の時，言

い換えれば，継続的不法行為が終了した時を指すものと解するのが相当であ

る。

そうすると，不作為不法行為の場合には，作為義務の履行が完了した時か，

あるいは，作為義務の性質上，作為義務の履行ができなくなった時が最終の

不法行為の時ということになる。本件では，土壌汚染対策工事が平成１８年

３月ころには終了していたことが認められるから（参考人Ｈ１・第２３項，

第２１３項，第２２３項），その時点が民法７２４条後段の２０年（除斥期

間）の起算点である「不法行為の時」に該当する。

よって，上記「不法行為の時」から現時点までに２０年が経過していない

ことは明らかである。

この点，被申請人は，不作為不法行為の場合，その作為義務の発生根拠と

なった作為（先行行為）の完了時点（被申請人の主張では，焼却灰の搬入を

中止した昭和４５年９月１１日）が「不法行為の時」であり，その時点から

２０年が経過し，損害賠償請求権は消滅した旨主張する。そして，そのよう

に解しないと，法律関係を速やかに確定させようとする除斥期間の制度趣旨

を没却することになるとも主張する。

しかしながら，本件のように，土壌が汚染された土地の所有権が転々と移
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転する事例を考えると，損害の公平な分担という不法行為の制度趣旨に照ら

し，先行行為によって自ら危険を生じさせた者は，所有権の移転に伴い新た

な所有者となった者との関係でも，自ら発生させた危険を除去すべき作為義

務を負い，その新所有者との関係では，不作為不法行為が継続していると評

価するのが相当である。

このように解しても，加害者としては，自己の行為（不作為）により生じ

得る損害の性質（転々譲渡し得る不動産の土壌汚染除去に必要な費用の支

出）からみて，相当の期間経過後に，被害者から損害賠償の請求を受けるこ

とがあることを予期すべきであると考えられるから，必ずしも法律関係を不

安定にするとはいえず，除斥期間の制度趣旨に反するものではない。

よって，本件においては，土壌汚染対策工事が終了した，平成１８年３月

から現時点までに２０年が経過していないことは明らかであるから，被申請

人の除斥期間経過の抗弁は，理由がない。

⑺ 禁反言の原則・信義則違反（抗弁）について

被申請人は，申請人はいったんは，申請人の負担で除去工事を行う旨を被

申請人に表明したにもかかわらず，本件土壌汚染に対する迅速，かつ，適切

な対応を行ってきた被申請人に対して，本件土壌汚染に係る除去工事の費用

負担を要求するのは，禁反言の原則・信義則に違反して許されないと主張す

る。

しかし，申請人がいったんは，被申請人に対し，上申書（甲第１１号証）

において，申請人の負担で除去工事を行う旨を表明したのは，沿線住民の環

境問題に対する配慮等から，本件土壌汚染の原因者が不明な状態であっても，

とりあえずは自己の費用負担で土壌汚染対策工事に着手することを決定した

からに過ぎず，甲第１１号証が，上記原因者が判明した場合に，その要した

費用についての損害賠償債務を免除する趣旨を含むものでないことは，その

文面から明らかである。また，これまで認定してきたとおり（前記⑶ア
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(ｶ）），本件土壌汚染の主要な原因は，被申請人の本件土地２への廃棄物の

搬入及びＡを介した埋立てにあるから，本件土壌汚染の原因者である被申請

人に対して，申請人が，本件土壌汚染対策工事に要した費用等の損害賠償請

求をしても，何ら禁反言の原則・信義則に反するものではない。

よって，本件申請が禁反言の原則・信義則に反することをいう被申請人の

抗弁は，理由がない。

第４ 結論

以上のとおり，被申請人の本案前の主張はすべて理由がなく，また，被申請人

による本件土地２への焼却灰・耐久消費財搬入及びＡによるこれらの本件土地２

への埋立てによって，本件土地２における本件土壌汚染が引き起こされたものと

認められるから，被申請人には，遅くとも平成１６年８月２５日の時点で，自己

の先行行為（汚物の搬入，Ａを通じての埋立行為及びＡが他所より本件土地２に

ごみを埋め立てていた事実を被申請人が知りながらそれを適切に処置しなかった

こと）に基づく本件土壌汚染を除去すべき義務（作為義務・結果回避義務）が生

じており，これに違反する職務上違法な行為によって，申請人に対して，本件土

壌汚染除去に必要な費用支出・債務負担をさせ，損害を与えたものである。そし

て，２０年の除斥期間経過及び禁反言の原則・信義則違反をいう被申請人の抗弁

は理由がないから，被申請人は，申請人に対し，主文の限度で，国家賠償法１条

１項に基づく損害賠償責任を負う。

よって，本件裁定申請を主文の限度で認容し，その余の申請を棄却することと

して，主文のとおり裁定する。

平成２０年５月７日

公害等調整委員会裁定委員会

大 内 捷 司裁定委員長
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大 坪 正 彦裁定委員

杉 野 翔 子裁定委員

（別紙省略）


